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予算特別委員会 ３月１６日（月）                 開会 １０時０１分 

 

審査の経過概要 

 

○議案第３１号 平成２７年度阿久根市一般会計予算 

出口予算特別委員長 

３月１３日に引き続き、予算特別委員会を開会します。日程表にしたがい、議案第３１号

を議題とし、生涯学習課所管の事項から審査に入ります。 

（生涯学習課長 入室） 

それでは、課長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔

明瞭にお願いします。 

佐潟生涯学習課長 

おはようございます。平成２７年度一般会計予算の生涯学習課所管分の主なものについて、

歳出から御説明申し上げます。４４ページをお開きください。第２款総務費１項１２目市民

会館管理費の本年度予算額１，５３６万９千円は、前年度より４３万３千円の減額で、対前

年度比率９７．２６％であります。７節賃金は、市民会館の警備員２名と臨時職員１名の経

費を計上しました。１１節需要費７０８万８千円は、維持管理費として電気料、水道料、燃

料費等の光熱水費５５５万円のほか、暖房用Ａ重油等の燃料費・修繕料が主なものでありま

す。１３節委託料３９９万７千円は、音響・照明設備保守点検業務等９業務の委託料であり

ます。１１４ページをお開きください。第１０款教育費５項１目社会教育総務費の本年度予

算額６，８１６万９千円は、前年度より９９６万６千円の増額で、対前年度比率１１７．１

２％であります。増額の主な理由は、２節３節４節の人件費の１名分の増額及び国民文化祭

に伴う阿久根市実行委員会運営負担金などが主であります。１節報酬９５１万３千円は社会

教育指導員５人の報酬９１４万４千円が主であります。２節給料、３節職員手当等、４節共

済費は、職員７名分の人件費等であります。１１５ページをお願いします。８節報償費３３

１万８千円は、第１７回あくね洋画展の審査員謝金及び成人式や生涯学習フェアの謝金、成

人教室や高齢者教室等の地域社会教育活動講師謝金であります。また、今回のあくね洋画展

は、小・中・高校生を除いた一般の洋画展として、国民文化祭あくね洋画展会場の阿久根市

総合体育館で同日開催する予定にしております。１１節需用費２０２万７千円は、昨年２件

の県指定文化財に指定されたことから文化財ガイドマップを新たに作成する印刷製本費と、

これまで実施してきました文化祭ウォッチングやカヌー体験を行ってきたキッズスクールを

今回３泊４日でキッズスクール夏合宿として計画した経費や、戸柱公園に設置してある与謝

野鉄幹の歌碑を、磨きや和歌を刻むなどの修復修繕料として新たに計上し、その他、各種講

座用消耗品、自主文化事業ポスター等の消耗品費であります。１３節委託料４６１万６千円

は、家庭教育学級ほか６件の委託料であります。また、国民文化祭あくね洋画展に合わせて、

にぎわい交流館阿久根駅において丹宗律光展を開催し、画家としての丹宗律光の功績はもと

より、国民文化祭会場とのつながりを図ろうと予算計上しました。１４節使用料及び賃借料

の１４９万２千円は、文化祭や自主文化事業時の音響照明借上料のほか、山下地区の鹿児島

県治山事業に伴う排水路整備事業時に阿久根城跡の埋蔵文化財発掘調査用重機借上げ料等を

計上しております。１９節負担金補助及び交付金３５３万５千円は、１１６ページに移りま

して、１０月３１日(土)～１１月８日(日）に阿久根市総合体育館で開催予定の、国民文化

祭あくね洋画展に伴う阿久根市実行委員会負担金１００万５千円と、出水地区視聴覚教育協

議会負担金１２３万７千円等８件の負担金、校外生活指導連絡協議会等７団体の運営補助及
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び２件の事業補助を計上しております。２目公民館費の本年度予算額１，０８０万４千円は、 

前年度より８４万４千円減額の、対前年度比率９２．７５％であります。７節賃金の１８６

万２千円は、脇本地区公民館の警備員２名と隼人分館周辺管理の経費を計上しました。１１

節需要費３９２万９千円は、大川地区、脇本地区公民館の電気、水道、燃料費等の光熱水費

が主なものであり、修繕料は、脇本地区公民館の浄化槽水中ブロアポンプ修繕と男女トイレ

に各１基のウォシュレット取りつけ修繕料を計上しております。１１７ページに移りまして、

１３節委託料２５８万８千円は、大川地区・脇本地区公民館の維持・管理に関する業務委託

料５件分であります。１９節負担金補助及び交付金１４２万３千円は、県公民館連絡協議会

負担金他、自治公民館整備事業として８自治公民館の修繕にかかる補助金であります。３目 

図書館費の本年度予算額４，５６６万９千円は、前年度より９５７万８千円増額の対前年度

比率１２６．５４％であります。増額の主な理由は、市立図書館設計業務の実施設計委託料

を計上したことによるものであります。１３節委託料４，１４６万８千円は、市立図書館及

び郷土資料館管理業務を、指定管理者としてＮＰＯ法人ぷれでおへの委託料と市立図書館実

施設計業務委託料であります。１１８ページをお願いします。１８節備品購入費４００万円

は、図書購入費であります。尚、平成２７年１月末の図書蔵書数は、８２，３４８冊であり

ます。２５節積立金は、寄付金及び利子等の積立金であり、読書推進基金残高は、２６年度

末で１，２０２万５，７１０円となる見込みであります。次に、４目青年の家管理費の本年

度予算額４４３万２千円は、前年度より１，３７９万４千円減額の対前年度比率２４．３

２％であります。減額の主な理由は、前年度に実施した青年の家屋根防水工事やトイレ改修

工事費の減額分が主であります。１１節需用費は、電気料、水道料の光熱水費が主なもので

あります。1３節委託料は、館内清掃業務ほか４業務委託料であります。１５節工事請負費

２６９万８千円は、青年の家ボイラー修繕取替工事を計上しております。１１９ページにな

ります。第１０款６項１目保健体育総務費の本年度予算額１，６４８万８千円は、前年度よ

り１６万２千円減額の対前年度比９９．０３％であります。８節報償費は、新たに国民体育

大会準備委員会出会謝金を計上しました。１９節負担金補助及び交付金１，３５４万２千円

は、出水地区体育協会連絡協議会等５件の負担金、スポーツ少年団育成補助等１２件の運営

補助及び事業補助金を計上しております。１２０ページをお願いします。次に、２目体育施

設費の本年度予算額４，７６９万５千円は、前年度より５，７５９万３千円減額の対前年度

比４５．３０％であります。減額の主な理由は、前年度に臨時元気交付金等を活用して実施

した総合運動公園野球場ネット設置工事等３件の工事請負費による減額が主であります。１

１節需要費は、電気・ガス・水道料の光熱水費と、総合体育館吸収冷温水器ケーシング取替

等修繕料が主なものであります。１３節委託料２，８８７万９千円は、阿久根市体育協会に

委託しております総合運動公園の施設管理運営委託料やグラウンドほか芝除草管理業務など

１３件の委託料であります。次に１２１ページをお願いします。３目海洋センター管理費の

本年度予算額１，３５５万２千円は、前年度より１億２１０万８千円減額の対前年度比率１

１．７２％であります。減額の主な理由は、前年度に電源立地交付金やＢ＆Ｇ財団助成金等

を活用してＢ＆Ｇ海洋センタープール改修工事請負費による減額が主であります。８節報償

費は、Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修のリニューアルオープンとして、宮下純一氏を招いて

行う記念式典としての謝金を新たに計上し、その他、水泳教室講師謝金及び海の子カーニバ

ル実施に伴う救助員等謝金であります。１１節需用費は、Ｂ＆Ｇ体育館・プール等の管理に

伴う、電気・ガス・水道料の光熱水費が主なものであります。１３節委託料は、Ｂ＆Ｇ体育

館・プールの浄化槽清掃業務であります。１８節備品購入費は、Ｂ＆Ｇプール改修工事に伴

い、電源立地交付金を活用して本体プールの子供用水深調節補助具やコインロッカー等の備
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品購入費を計上しました。 

次に歳入についてご説明します。２０ページをお開き下さい。第１２款使用料及び手数料、

１項１目総務使用料１節総務管理使用料１７６万１千円の内、市民会館使用料９２万５千円

を見込み計上しました。２１ページに移りまして７目教育使用料４節社会教育使用料２７万

９千円は、脇本地区公民館・大川地区公民館、青年の家使用料を見込み計上しました。５節

保健体育使用料３９７万１千円の内３９７万円が、総合運動公園・海洋センターの施設使用

料・及び夜間照明料であります。２９ページをお願いします。第１５款財産収入、１項２目

１節利子及び配当金の内、生涯学習課所管分は、７行目基金利子の読書推進基金分３千円で

す。３０ページをお開きください。第１６款寄付金、１項寄付金１０目教育費寄付金４節社

会教育費寄付金の１千円を計上しております。３２ページから３３ページになります。第１

９款諸収入、５項４目２０節雑入の、生涯学習課所管の主なものは、１行目雇用保険料１１

７万８千円の内、社会教育指導員及び市民会館臨時職員と市民会館、脇本地区公民館の警備

員の雇用保険料７万１千円であります。２行目書籍等売払代金の書籍代５万１千円のうちの

５万円、８行目の地域海洋センター水泳教室参加料１６万円、１２行目の総合運動公園自動

販売機電気料７０万円、下から４行目私用電話料市民会館分３千円、その下の私用電話料そ

の他２万４千円の内１万７千円、３３ページに移りまして、３行目の総合運動公園事務所光

熱水費２２万円と４行目Ｂ＆Ｇ体育館光熱水費７万３千円、６行目自主文化事業入場券販売

収入２０万円、８行目あくね洋画展出展料３５万円、その下４行目原子力立地給付金１５３

万４千円の内、生涯学習課所管分は６１万７千円であります。 

以上で生涯学習課所管にかかる歳入歳出予算について説明いたしましたが、御審議方よろ

しくお願いします。なお、答弁については私、不明な事項については担当係長からの答弁を

御了解願います。よろしくお願いします。 

出口予算特別委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

仮屋園一徳委員 

あの、２件だけちょっと教えてください。１１５ページ１０款５項１目８節のですね、地

域社会教育活動講師等謝金とあるんですが、この内訳についてちょっと教えてください。 

佐潟生涯学習課長 

地域社会教育活動講師謝金２０２万５千円についての御質問ですが、これにつきましては、

生涯学習講座の２１の成人講座、高齢者講座１８、９小学校区の就学時の子育て講座、小中

学校の１３校の家庭教育学級、社会教育学級これにつきましては高齢者学級が１７学級、短

期講座、パソコン講座を計画しておりますけれども２講座が主であります。 

仮屋園一徳委員 

ちょっと謝金については、額が大きかったものですから、大変だがなと思ってお聞きした

ところです。もう１件ですね、１１９ページ１０款６項１目８節のですね、国民体育大会準

備委員会出会謝金というのがあるんですけど、これについてはわかるんですが、今ですね、

言われてますボクシング会場としての進みぐあいといいますか、決定されているのか、ほぼ

決定になっているのか、まだその辺は不確実なのかその辺についてお聞きしたいんですけど。 

佐潟生涯学習課長 

昨年に中央本部から視察に訪れられまして、そのときに、会場としての施設規模につきま

してはおおむね了承いただいたというふうに感じておりますけれども、国のほうからの内定

がことしの６月ごろになろうかとして予測しておりますので、担当課としては内定を受けら

れるものということで、準備を進めているところでございます。 
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仮屋園一徳委員 

何でかといえばですね、ほぼ決定するんであればですね、関連の大会とか、そういう準備

というかそういうのは必要でなかったのかなと思ったもんですから質問したんですけど、そ

の辺についてはどうなんですかね。 

佐潟生涯学習課長 

各関連の大会といたしましては、予定として今後の協議になろうかと思いますけど、県民

大会のボクシングを誘致するとかいう部分が出てくるかなというふうに感じておりますが、

ただ、この中で、平成３２年度が開催年になるわけなんですけど、その前年にですね、プレ

大会ということで、全日本のボクシング競技を国体の開催会場で行うというようなことであ

りますので、それらにつきましても今後協議しながら大会に向けての準備が必要かというふ

うに考えているところです。 

仮屋園一徳委員 

やはりですね、県民体育大会ということで、そのボクシング関連の方なんか新聞等で見る

ように、一生懸命されてる方もいらっしゃいますので、できればですね、前年度だけでなく

て、徐々に盛り上げて行って欲しいなという要望で終ります。 

[佐潟生涯学習課長「ありがとうございます」と発言] 

出口予算特別委員長 

ほかにありませんか。 

松元薫久委員 

１１７ページの１０款５項３目１３節委託料の市立図書館設計業務についてお伺いしたい

んですけれども、交流センターのほうが今現状ああいう状況にありますけれども、この図書

館のほうはどういった状況にあるのかお聞きしたいんですけれども。 

佐潟生涯学習課長 

図書館部分につきましては、さきに教育総務課長のほうからの説明があったかと思います

けれども、今年度の９月までをですね、図書館の実施設計の契約期間というふうに契約して

いるところでありますが、基本設計の中で図書館部分がですね、建築主体、電気設備、空調

衛生設備工事を合計すると約５億４千万円ということになっております。それと、解体工事、

屋外整理工事を加えると約６億７千万円となっているところでございますが、これにつきま

しては社会総合整備交付金を活用いたしまして、基幹事業が４割、その提案事業がですねそ

の基幹事業の４割の、またその４割を交付金で充てられているようなことで、図書館分につ

いては交付金の４割を丸々活用できるのかなというふうには考えております。以上です。 

松元薫久委員 

今の説明を聞く限り、教育総務課のほうでこの設計の中身に関して業者のほうと打ち合わ

せをしているということなんですか。 

佐潟生涯学習課長 

市民交流センターにつきましての事務につきましては教育総務課というようなことで予算

措置がされておりますけれども、生涯学習課も一緒になってその協議には毎回出席しており

ます。 

松元薫久委員 

総額で６億７千万ということなんですけど、今後このままの金額というか、ここのところ

で進んでいくというふうに理解してよろしいんですか。当初よりも金額が大きくなっている

んですけど、図書館部分について業者のほうとのそこら辺のやりとりはどういったものがあ

るんでしょうか。 
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佐潟生涯学習課長 

図書館部分についての協議は今のところまだ進んでいない状況であるんですが、市民交流

センターと考え方は一緒でですね、できるだけ経費がかからない、抑えられるようなことで

協議を進めなくてはならないというふうには考えております。 

[松元薫久委員「はい了解」と発言] 

牛之濱由美委員 

１２０ページ１０款６項１目１９節の負担金及び補助のところでですね、この合宿誘致推

進事業のほうに１００万の予算を付けてあるんですけれども、まず、最初にどのような事業

展開をされていくのか、まず、そこをお尋ねいたします。 

佐潟生涯学習課長 

  合宿誘致につきましては、生涯学習課の分についてはですね、体育協会のほうに委託して

お願いしているところでございますけれども、ただ、委託しているだけは進みませんので、

いろんな部分で商工観光課が行ういろんな合宿誘致の会議等もありますので、それに一緒に

参加してもらいながら阿久根市のＰＲ等を行っているというのが現状でございます。 

牛之濱由美委員 

大体が体協さんのほうへの委託ということで、了解しました。今回Ｂ＆Ｇのプールのほう

もですね改修が終わり、そちらのほうもまた誘致、合宿誘致もできると思いますので、また

どんどんプールのＰＲ等兼ねてその水泳のほうの合宿にも力を入れていただきたいなという

要望とですね、このあいだ鶴翔さんのほう、バレーのほうで公民館を借りての合宿が行われ

たんですけれども、そういう合宿に対してのその何らかの補助ですね、公民館に対してなり、

学校さんに対してなりそういうのはありますかね。 

佐潟生涯学習課長 

  宿泊施設を利用しての合宿誘致ということで、補助制度をつくっておりますので、公民館

についてはですね、なかなか補助できる状況では今のところないのが現状です。 

  [牛之濱由美委員「了解」と発言] 

出口予算特別委員長 

ほかにありませんか。 

山田勝委員 

１１５ページからですね、社会教育総務費の中の確か丹宗律光展とあくね洋画展について、

国民文化祭、鹿児島で行われる国民文化祭にあわせてということで具体的にどういうふうな、

あわせてどういうふうなふうにされようと思ってらっしゃるんですか。 

佐潟生涯学習課長 

律光展におきましては丹宗律光の先ほども説明しましたけれども、功績等の紹介をですね、

額絵を作成しまして、駅舎に展示し、阿久根市から輩出された丹宗律光氏を広く紹介したい

ということと、１２巻にわたる画集の中から作品を抽出して、額絵を作成する費用、それと

周知用ポスターと、リーフレット作成、そして阿久根駅や国民文化祭に来場した方へ配布す

るポストカードを作成しようというようなことで委託料として計上したところでございます。

駅に来られた方につきまして国民文化祭の紹介をすることと、国民文化祭に来場された方に

対して律光展の紹介をするその相乗効果がでればいいのかなということで予算を計上いたし

ました。 

山田勝委員 

洋画展は、洋画展。阿久根洋画展と、それから丹宗律光展については国民文化祭にあわせ

てやるということだったでよ、ですから丹宗律光展の阿久根駅の分についてはわかりました。
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なら、洋画展のほうはもうちょっと具体的にどうされるつもりですか、あくね洋画展、結局

国民文化祭の日程に併せるわけでしょ。 

佐潟生涯学習課長 

あくね洋画展は平成２７年度で第１７回を迎えるというようなことで、あくね洋画展につ

きましてもですね、国民文化祭あくね洋画展とあわせて、総合体育館で同日開催をして、皆

さんに見ていただくようなふうに計画しております。その部分につきましては、あくね洋画

展は今回に限り、一般の部として展示を行いたいというふうに考えております。 

山田勝委員 

なら、今回については例えば賞金等についても増額されるんですか、具体的にいろいろ企

画されるんですか。 

佐潟生涯学習課長 

一般の部につきましてはこれまでどおりの阿久根大賞ならびに市長賞などの賞を設けて実

施しようということで、予算は計上しております。 

山田勝委員 

私が言うのは、賞金をですね、賞金をちょっと、今回に限ってたくさん金額を増やすとか

なんとかすればですね、いろんな人が出してくれると思いますよ、それなりの方々が、一般

じゃなくて、いろんな方々がですね、だから予算については場所をば総合体育館に移すとい

うことではなくて、例えば賞金そのものをふやすとか、いろいろ別のまた、今までと違った

ことを考えるのて。同じなのですか。 

佐潟生涯学習課長 

そこら辺につきましてはですね、その賞金そのものについても例年のとおりの予算で計上

いたしておりますので、新しく、今回に限って額を増額しての賞金を行うという部分につい

ては２７年度では考えておりませんでした。 

山田勝委員 

やはり、やり方をね、例えば実行委員会をつくって、賞金については賞金なりにやり方を

もうちょっと変えればね、もうちょっと私は大きなのができるという気がするんですよ。そ

れと隣の、隣の東町の話を聞けばですね、造形展にあわせる、それからいろんな行事をやり

ますよね、だから、んなら具体的に丹宗律光展にしても、あるいは阿久根洋画展についても

ですね、どのような宣伝をするの。例えばインターネットで流すとか、いろんなのふうにや

っぱりある程度しないとね、比較、どっかと比較するわけだからみんな、たんたんといつも

のとおりやっとらだめですよ、もうあなたは御勇退されるわけですけれどもね、後輩の方々

にかなりやっぱり注文を付けていかないと、今までどおり考えたら始まらんと思いますよ。

洋画展をわざわざですね、来られた方々があくね洋画展を見に行こうというためにはね、そ

れなりのやっぱりイベントを組み立てないことにはね、私はあんまり効果がないような気が

するんですよ、ですからこれはねもうちょっと実施の段階にまだまだ時間があるわけですか

ら、新年度の中でもっともっと詰めていかれるようにこの件については要望します。 

[佐潟生涯学習課長「はいありがとうございます」と発言] 

山田勝委員 

それから、例えば小中学校の屋体を利用したその利用時間の延長について、せめて１０時

までぐらい何とかしてくれないか、勤務している、働いている奥さんたちが、あのバレーす

るのに９時ではあんまりだという話があるんですが、それについての手当はどの予算に入っ

ているの。 

佐潟生涯学習課長 
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１１９ページの学校体育施設開放協力謝金のことだろうと思いますけれども、３０万円を

予算計上しております。それと、時間延長につきましては、２番委員が一般質問の中で質問

があったわけですけども、これも３月の定例教育委員会におきまして１０時まで延長できる

というようなことで、内規のほうで示したところで承認されたところでございます。それに

つきましては、１０時につきましてはですね、掃除・施錠あわせて１０時までには終わると

いうことで行ったところでございます。以上です。 

山田勝委員 

ということはもう３月１日からできているわけですか。 

佐潟生涯学習課長 

４月１日からということで。 

[山田勝委員「はいわかりました」と発言] 

山田勝委員 

  １２０ページの体育施設費の中で、総合体育館についてちょっとお尋ねします。総合体育

館のですね、東側のですね、東側ですよ、東側、向かって左手ですね、弓道場の付近から入

ってきたところですね、私も２年ほどですね産業際に行ってみてね、ほとほとびっくりする

のがね、雨の降った日は車の出入りもできないような状況にあってですね、あそこは市内の

方もですけど、市外の方もたくさん来られるんですよね。あのまましとってちっとなあ阿久

根の恥をさらけ出しているようなことなんですが、コンクリート舗装をするとか、アスファ

ルト舗装をするとかしないとどうもイメージダウンだという気がするんですが、そんな話も

ないし、計画もないんですかね。 

佐潟生涯学習課長 

今のところそこらについては計画もしておりませんでしたので、そのことについては十分

協議を行いながら今後の方向性を見出していこうと思っております。よろしくお願いします。 

山田勝委員 

  産業祭する人と管理する方が別々ですからね、なかなか届かなかったと思う。しかしなが

ら、行ってみてですね、行ってみて、阿久根市の施設としてね、もう恥ずかしいくらいもう

ほかの人は知らないけど、バラスをやってある部分もあるし、車もへっている部分もあるし、

汚くて汚くてしょうがないですよ。ぜひ前向きでね、検討してことしの産業祭には間に合わ

せていただくように要望して終わります。 

[佐潟生涯学習課長「はいありがとうございます」と発言] 

出口予算特別委員長 

ほかにありませんか。 

石澤正彰委員 

課長教えてください。１１４ページ、１０款１目１節の職員手当等というとこで、社会教

育指導員５人で９１４万４千円の報酬予定になっておりますが、これは５人の平均で割れば、

１人当たりは出るんですか。 

佐潟生涯学習課長 

はい、そのとおりです。 

石澤正彰委員 

それと、仕事の、職責といいますか、職責、仕事内容、権限、勤務形態を教えてください。 

佐潟生涯学習課長 

職責はですね、生涯学習課の中で、社会教育に関する先ほどの高齢者学級とかほかいろい

ろな社会教育の事業を行っているわけですけれども、その中の手伝いをするような形でその
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中に入り、例えば高齢者学級のほうからこういうことについて調べてほしいなどの要望があ

ったときに、その資料を作成してその学級であったり、教室に行う社会教育の補助的な部分

をやってもらっているところでございます。 

詳細については社会教育係長のほうに答弁させます。 

松永社会教育係長 

社会教育指導員の仕事はですね、各種団体の、今、指導助言という形で仕事をしていただ

いております。例えば市Ｐ連、それから子供会、高齢者学級、そして女性団体、そういった

あと公民館連絡指導協議会こういった団体の指導助言という形で事務局を持っていただいて

るのがほとんどで、そういった内容の仕事が中心となっております。あとは社会教育課の各

種事業の手伝い、補助していただいているところです。以上です。 

石澤正彰委員 

もうひとつ抜けてます。勤務の形態をお願いします。 

佐潟生涯学習課長 

  勤務形態につきましては、嘱託職員取り扱いというふうになっておりまして、８時半から

１６時３０分まで勤務ということになります。 

石澤正彰委員 

各種団体の指導助言ということで今お聞きしましたんで、一人当たり１８０万超えてます

よね、だから結構な報酬かなと思ってお聞きいたしました。はい、わかりました。 

山田勝委員 

結局社会教育指導員という名目で採用されていらっしゃる、しかも嘱託職員、５人とも嘱

託職員なんですか。 

佐潟生涯学習課長 

  はい、嘱託職員でございます。 

山田勝委員 

  だから、嘱託職員とですね、臨時職員、私臨時職員かなあと思っとったら、これほど臨時

職員が多い中でですよ、社会教育課の社会教育課のあそこの職員外の職員についてのなんて

いうんですかね、給料以外の報酬をもらっている職員については嘱託職員だなあという気持

ちで実は聞いているんですが、それくらい重要な仕事をしていただいているということです

ね、なかなか阿久根の例えば議会事務局の職員なんかやっとですね、嘱託職員になりますよ

ことしは。そういう中でずっと嘱託職員だというのはそれなりの重要な仕事をしていただい

ているのかなと思って、それはいいことだけどね、もうほんなら臨時職員は一人もいないと

いうことですね。 

佐潟生涯学習課長 

  臨時職員はですね、市民会館の補助員ということで一人受付のところに臨時職員がいます。

また、その臨時職員につきましても教育委員会で障がい者の方を雇用する部分で、一人採用

することで労働基準法に合致するということで生涯学習課にお願いをしているところでござ

います。 

山田勝委員 

  ということは、この５人には入っていないということですか。 

佐潟生涯学習課長 

  はい、そのとおりです。 

  [山田勝委員「はい、わかりました」と発言] 

出口予算特別委員長 
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ほかに。 

竹原恵美委員 

どこの区分に入るかわからないんですけれども、今不在の教育長、教育長の部分というの

はどこか計上されるんですか。 

佐潟生涯学習課長 

教育長の予算については教育総務課になろうかと思います。 

出口予算特別委員長 

ほかにありませんか。 

濵﨑國治委員 

１０款５項１目の１１５ページになりますが、報償費関係であくね洋画展ですが、これま

でのあくね洋画展と、それから国民文化祭の一環としてやるということですが、開催、いわ

ゆる展示する開催日程日とかそういうことはこれまでの洋画展と変わらないんでしょうか。 

佐潟生涯学習課長 

開催日につきましても、国民文化祭とあわせた日程を計画しておりますので、例年とすれ

ば日程が変わってくると。 

１０月３１日土曜日から１１月８日で阿久根市総合体育館で開催する予定です。 

[濵﨑國治委員「了解」と発言] 

出口予算特別委員長 

  ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３１号中、生涯学習課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

（生涯学習課退室） 

  この際、暫時休憩いたします。 

   

  （休憩 １０：５２～１１：０５） 

 

（給食センター入室） 

出口予算特別委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に、議案第３１号中、学校給食センター所

管の事項について審査に入ります。学校給食センター所長の説明を求めますが、説明は所管

の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭にお願いいたします。 

野崎学校給食センター所長 

説明に入ります前に当センターの牛濱補佐が病気療養のため欠席いたしました。あらかじ

めご了承いただきますようお願い申し上げます。それでは説明をいたします。平成２７年度

阿久根市一般会計歳入、歳出予算の学校給食センター所管分について、予算に関する説明書

により、主な内容について歳出からご説明いたします。予算に関する説明書１２２ページを

お開きください｡学校給食センターにおける予算総額は、９，８８５万８千円であり、前年

度予算額１億３，３６４万２千円に比較して３，４７８万４千円の減額であります。以下、

各節ごとにご説明いたします。１節報酬の１２万５千円は、学校給食センター運営委員会委

員９人分の報酬であります。２節給料から４節共済費は、職員２名分の人件費であります｡

９節旅費の８万９千円は、運営委員会委員及び学校給食担当者並びに職員の旅費であります。

１１節需用費の２，１１４万４千円は、給食センター管理等の消耗品及び施設機器類修繕費

のほか、電気・水道・ガス・ボイラー用Ａ重油等の光熱水費であります。１２節役務費の４
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０万２千円は、郵便電話料のほか建物損害共済保険料等が主なものであります。１３節委託

料の４，２６７万７千円は、衛生保守管理業務ほか１２業務の委託料であります。１４節使

用料及び賃借料の５万２千円は、衛生マットレンタル料及びＮＨＫ放送受信料であります。

１５節工事請負費の５２４万８千円は、過疎対策事業債を利用して行う金属検出機等設置工

事であり、金属検出機及び作業台などの購入と自主検査用検査室を設置するものであります。

１７節公有財産購入費の７８８万５千円は、過疎対策事業債を利用して取替購入いたします

蒸気ボイラー１基分であります。１８節備品購入費の３７５万６千円は、過疎対策事業債を

利用して取替購入いたします冷凍庫２台、冷蔵庫２台分が主なものであります。１９節負担

金補助及び交付金４千円は、県学校給食センター連絡協議会負担金であります。以上で、歳

出についての説明をおわりまして、次に歳入について説明をいたします。予算に関する説明

書２１ページをお開きください。１２款使用料及び手数料１項使用料７目教育使用料の中の

学校給食センター占用料１千円は、九電柱１本の占用料であります。次に、予算に関する説

明書３３ページをお開きください。１９款諸収入５項雑入４目雑入の備考欄上から１２行目

にあります原子力立地給付金１５３万４千円のうち、学校給食センター所管分は６万円であ

ります。次に、予算に関する説明書３５ページをお開きください。２０款市債１市債９目教

育債５節保健体育債１，６６０万円は、金属検出機等設置事業債６００万円のほか給食セン

ター施設等更新事業債１，０６０万円であります。 

以上で、説明を終わりますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

出口予算特別委員長 

所長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原恵美委員 

その金属のチェックなんですけども、部屋も別途つくるんですか。今の建物の中に部屋を

つくる、なんか建設費が出てましたよね。設置と建設費が出てるから、そこの内訳ってなん

ですか、別に建物から出てくるのかな。 

出口予算特別委員長 

竹原委員ページ数を。 

竹原恵美委員 

１２２ページの１０款６項４目の１３節委託料の中で一番最後に金属検出器等設置工事設

計業務云々とあるんだけれども、その目標物というのは設置だけ、今の屋内に設置だけする

のか、それとも納入から、搬入から入ってくるのんで、また別途するのか、どんなふうな流

れなんですか。 

野崎学校給食センター所長 

はい、現在の計画といたしましては、施設外のところに検査室を設置いたしまして、そこ

に設置をする予定にしております。以上です。 

竹原恵美委員 

それは今ある施設の横になりあって、物はそのまま入っていけるように、それともまた別

の間に入るのであればまたせっかく通した物がまた別のところに置かれるなり、通るなりと

いうことは可能性がまた別に出てくるわけだけれども、そのまま入っていくようなスタイル

で納入がされるんですか。 

野崎学校給食センター所長 

現在の計画で、今まだ設計委託をしている状況ではありませんけれども、現在こちらのほ

うで考えておりますのはあくまで自主検査でございますので、納入業者のほうでその用意い

たしました検査室の中で検査をしていただいて、それを通常の検収の段階でこちらのほうの
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センター側で受け取るというようなことでございます。 

竹原恵美委員 

その設置場所というのは、今のセンターの付近の必要性はない、そこではないというふう

に今の時点理解したらいいですか。 

野崎学校給食センター所長 

大変失礼いたしました。今検収を行っておりまして、食材を受け入れるそこのシャッター

があるんですけれども、そこのすぐ近くに設置する予定にしております。 

[竹原恵美委員「はい、了解」と発言] 

出口予算特別委員長 

ほかにありませんか。 

山田勝委員 

あのね、１２２ページの学校給食業務委託料、これ書いてないんだが、いくらなんですか。 

野崎学校給食センター所長 

学校給食業務の委託料でございますか。基本的には委託料につきましては、金額につきま

してはお答えはできないということになっておりますが、ただ、学校給食業務につきまして

は前年度から３年間の契約を結んでおりますので、２７年度につきましては、３，８２２万

４，８００円で契約を結んでいるところでございます。 

山田勝委員 

３年分ですか、１年分ですか。 

野崎学校給食センター所長 

ただいまののは２７年度分でございます。 

出口予算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３１号中、学校給食センター所管の事項について、審査を一時中止いた

します。 

（学校給食センター退出、教育総務課、学校教育課入室） 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

次に、議案第３１号中、教育総務課及び学校教育課所管の事項について審査に入ります。

教育総務課長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭

にお願いいたします。 

小中教育総務課長 

去る２月２６日の本会議において、特別委員会付託になりました平成２７年度一般会計予

算の教育総務課及び学校教育課所管に係る主なものについて、歳出から御説明申し上げます。

４７ページをお開きください。 

２款総務費１項総務管理費１８目市民交流施設建設費８節報償費及び９節旅費につきまし

ては、阿久根市民交流センター建設委員会や市民ワークショップ等の謝金及び委員の費用弁

償や社会資本整備総合交付金に関する業務などに係る旅費であります。４８ページに移りま

して１２節役務費は、建築許可申請及び建築確認申請に必要な手数料等です。１３節委託料

３，６１０万円は、平成２５年第３回定例市議会において債務負担行為で承認いただいてお

ります市民交流センターの設計業務のうち、実施設計分について、平成２６年度完了予定で

あったものを平成２７年度まで延長することに伴い、その分を予算計上するものであります。 

１０５ページをお開きください。１０款教育費１項１目教育委員会費２３５万９千円は、
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教育委員４人分の報酬２１２万７千円が主なものであります。２目事務局費１節報酬１４万

２千円は、いじめ問題対策委員会委員の報酬であります。２節給料から４節共済費は、教育

長及び職員９名分の人件費であります。８節報償費１９０万３千円は、講師謝金のほか、ス

クールガードリーダー活動謝金や会議等への出会謝金が主なものであります。１０６ページ

をお願いします。１９節負担金補助及び交付金３，５８１万円は、協議会などへの負担金や

会議出席負担金のほか、１０７ページにあります県教育委員会派遣職員負担金４名分の３，

５１４万２千円が主なものであります。１０７ページの３目教職員住宅費になります。本年

度は、前年度比９８万９千円減額となっております。１１節需用費１０４万９千円は、教職

員住宅修繕に要する経費が主であります。４目教育指導費５７７万７千円は、１節報酬の外

国語指導助手の報酬３９２万６千円が主なものであります。 

１０８ページをお願いします。１０款２項小学校費１目学校管理費１億２，９９９万２千

円は、前年度比２，１３１万６千円減額の８５．９１％でありますが、これは１５節工事請

負費の減少が主な要因であります。１節報酬１，６２５万７千円は、学校図書司書嘱託員６

名分及び建築技能嘱託員１名、その他、学校保健安全法に基づく学校医・学校薬剤師の校内

検診等に係る報酬であります。４節共済費は、学校用務員及び図書館嘱託員の社会保険料が

主なものです。７節賃金１，３５６万円は、学校用務員９人分の賃金であります。１１節需

用費２，９５５万円は、市内各小学校の消耗品費・光熱水費などのほか、校舎等の修繕料が

主なものです。１０９ページになります。１３節委託料１，３７８万６千円は、各小学校の

警備業務、浄化槽清掃業務、廃棄物収集業務など１５件の委託業務のほか、大川小学校講堂

天井落下対策工事設計業務であります。１５節工事請負費３，３００万９千円は、学校施設

環境改善交付金を活用した大川小学校講堂天井落下対策工事のほか、単独事業として阿久根

小学校ガス配管改修工事ほか２件を予算計上しています。１６節原材料費は、校舎補修等の

材料費であります。１８節備品購入費１，１４５万４千円は、児童用及び職員用の椅子など

学校管理及び教育用備品の購入費と、阿久根小学校ほか４小学校の校長室及び鶴川内小学校

の特別支援教室に空調機購入費を予算計上しました。１１０ページになります。１９節負担

金補助及び交付金は、学校管理下における児童の怪我に対し給付を行う共済掛金が主なもの

です。２目教育振興費７，２８４万１千円は、前年度比５２５万６千円増額の１０７．７

８％です。７節賃金１，７５０万７千円は、特別支援教育支援員１２名分と理科教育支援員

２名の賃金であります。１１節需用費２，０５５万４千円は、市内各小学校の授業用の消耗

品やコピー代、用紙代などです。１３節委託料は、脇本小学校に通学する隼人小校区の児童

に対する通学バス等運行業務委託料と、市内各小学校の学力・知能検査業務委託料などです。

１４節使用料及び賃借料１，５７８万１千円は、全小学校のパソコンリ－ス料やウェブセキ

ュリティ、スクリーン・プロジェクター等の借上料です。１８節備品購入費３６５万９千円

は、各小学校の教材備品に係る購入費です。１９節負担金補助及び交付金は、各小学校の教

育活動等に要する経費に対して補助する、未来をひらく阿久根っ子事業費として市内各小学

校配当分１３１万５千円、山村留学実施事業に係る助成金７４万円が主であります。２０節

扶助費の６６４万円は、特別支援教育児童及び準要保護児童の学用品費や給食費等の扶助費

などであります。 

１１１ページになります。続いて１０款３項中学校費１目学校管理費５，５３７万円は、

前年度比３，７７１万３千円減額の５９．４８％でありますが、これは１５節工事請負費及

び１３節委託料の減少が主な要因であります。１節報酬８０２万５千円は、学校図書司書嘱

託員３名、建築技能嘱託員１名、学校医・学校薬剤師の職務にかかる報酬です。７節賃金６

０２万７千円は、学校用務員４人分の賃金です。１１節需用費１，５６９万２千円は、市内
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各中学校の消耗品費・光熱水費などのほか校舎等の修繕料が主なものです。１１２ページに

なります。１３節委託料６４１万２千円は、市内各中学校の警備業務、浄化槽清掃業務、廃

棄物収集業務など１３件の物件費の委託業務です。１５節工事請負費７５０万５千円は、単

独事業として阿久根中学校ガス配管改修工事ほか２件の改修等工事を予算計上しています。

１６節原材料費は、校舎補修等の材料費であります。１８節備品購入費は、各中学校の生徒

用の机と椅子、職員用の椅子など学校管理及び教育用備品の購入費であります。１９節負担

金補助及び交付金は学校管理下における生徒の怪我などに対して給付を行う共済掛金が主な

ものであります。２目教育振興費４，５８８万円は、前年度比４３８万４千円の増の１１０．

５６％であります。１節報酬７２０万円は、学校教育支援事業として、阿久根中学校と三笠

中学校に英語の支援教員を各１名配置するほか、来年度からは小学校の英語教育に対応する

ため１名を増員し、学校教育の充実を図ることとしております。１１３ページをお願いしま

す。７節賃金２７３万円は、特別支援教育支援員２名分の賃金であり、８節報償費は、阿久

根中学校と三笠中学校２校分のスクールカウンセラーへの謝金、弁論大会等行事賞品が主で

あります。１１節需用費７３９万９千円は、市内４中学校の授業用の消耗品と教材備品の修

繕料が主なものであります。１３節委託料は、鶴川内中学校及び三笠中学校生徒の通学バス

等運行業務委託料及び市内各中学校の学力・知能検査業務委託料です。１４節使用料及び賃

借料９２６万２千円は、全中学校のパソコンリ－ス料やウェブセキュリティ、スクリーン・

プロジェクター等の借上料が主なものであります。１８節備品購入費３４５万３千円は、バ

レーボール支柱やサッカーゴールなどのほか、市内各中学校の教材備品購入費が主なものに

なります。１９節負担金補助及び交付金２２３万５千円は、中学校体育に関する競技会等参

加補助金や未来をひらく阿久根っ子事業補助金などが主なものであります。１１４ページに

なります。２０節扶助費６８０万２千円は、特別支援教育及び準要保護生徒の学用品費・給

食費等を助成するものです。 

次に、４項１目幼稚園費１９節負担金補助及び交付金は、未来をひらく阿久根っ子事業だ

けが教育委員会分になります。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。予算書の２０ページをお開きください。 

１１款分担金及び負担金２項３目教育費負担金１節小学校費負担金３８万８千円及び２節

中学校費負担金２１万１千円は、児童生徒の学校管理下における怪我などに関する必要な給

付を行うための共済掛金の保護者負担金であります。小学校で８４５人、中学校で４６０人、

計１，３５０人分を見込み予算計上しました。 

２１ページに移りまして、１２款使用料及び手数料１項７目教育使用料２節小学校使用料

３５万８千円及び３節中学校使用料４５万１千円は、小・中学校の体育館施設使用時の照明

料であります。 

次に、２４ページをお願いします。１３款国庫支出金２項９目教育費国庫補助金２節小学

校費補助金８２０万２千円は、大川小学校講堂天井落下対策工事に対する学校施設環境改善

交付金が主なものであります。３節中学校費補助金１９万１千円は、特別支援教育就学児

童・生徒の給食費、学用品費等の国庫補助金であります。 

次に、２７ページをお願いします。１４款県支出金２項９目教育費県補助金１節教育総務

費補助金２５万円は、スクールガードリーダー配置事業に係る県補助金であります。 

２９ページをお開きください。１４款３項９目教育費委託金１節事務局費委託金３１万３

千円は、スクールソーシャルワーカー実践研究事業に係る県の委託金であります。 

１５款財産収入１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入の教育総務課所管分は、説明

の３行目、教職員住宅の貸付料７３４万４千円であり、小学校１８戸、中学校７戸、指導主
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事１戸の計２６戸分であります。２目利子及び配当金１節利子及び配当金のうち、説明の下

から６行目奨学金貸付基金利子１万円であります。 

次に３２ページをお開きください。１９款諸収入５項３目違約金及び延納利息１節違約金

及び滞納利息は、奨学金貸付金の延滞利息を費目設定したものであります。同じく、４目雑

入２０節雑入のうち、教育総務課・学校教育課所管分は、１段目の雇用保険料と中ほどにあ

ります私用電話料の小学校と中学校。３３ページに移りまして、中ほどの原子力立地給付金

を合わせまして、教育総務課分が３２万３千円、学校教育課分が１５万３千円となる見込で

あります。３４ページになります。２０款市債１項１目総務債１節総務管理債３，６１０万

円は市民交流施設建設事業債として過疎対策事業債を活用する見込みであります。３５ペー

ジをお開きください。同じく９目教育債２節小学校債１，４１０万円は、大川小学校講堂天

井落下対策工事に小学校校舎等整備事業債を活用する見込みであります。 

以上で、教育総務課、学校教育課所管の説明を終わりますが、よろしく御審議くださるよ

うお願いいたします。なお、答弁につきましては、私、並びに学校教育課長でお答えさせて

いただきますが、不足の場合は、担当係長に補足をさせますのでよろしくお願いいたします。  

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

大田重男委員 

１０９ページのですね、１０款２項１目学校管理費の１５節工事請負費、これ大川小学校

ですね、講堂天井落下工事対策工事と書いてあるんですけど、確かこれ、４年前に完成した

んじゃなかったかな、１億ぐらいかけて、何でこういったふうになるのかなと不思議でなら

ないのですけど、だから、そのときの設計ミスなのか、その辺をちょっと教えてください。 

小中教育総務課長 

大川小学校の講堂天井落下対策工事についてですけど、大川小学校の講堂が完成したのが

平成２２年度なんですけど、その後に東日本の大震災が発生しまして、そのときに非構造部

材による被害というのが多くて、いわゆる吊り天井といわれる、体育館の吊り天井による被

害が大きかったということで、その後建築基準法の施行令が改正になりまして、天井につい

て風圧並びに地震、その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない旨

を規定しておりまして、天井落下対策の規制が強化されたということで、それに伴いまして

文部科学省のほうから、屋内運動場等の天井の落下防止対策については、平成２７年度まで

に速やかに終了しなさいということで通知が来ておりまして、大川小の講堂の部分が吊り天

井ということで、高さが６メートルを超える天井ということと、それから、天井の水平面積

が２００平米を超える天井ということで対象になるということで、平成２７年度までに完了

したいということで、今回予算に計上したものであります。 

大田重男委員 

今の説明でよくわかりました。私は、（聴取不能）１億かけてですね、ああいった大きな

工事をやったんですよね、そういうことは、私は建築の専門じゃないからわかりませんけど、

そういったものが設計とか、そういうことがわからなかったのかなと自分で思っているとこ

ろです。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

４７ページの２款１項１８目市民交流センター施設建設費の中で、謝金分が４５万計上さ

れているんですけど、これは何を今実施設計まで進んだ中で、何をされる委員であって、こ

れらの委員の内容がこれからまだ何が反映される状況にあるんでしょうか。 

小中教育総務課長 

市民交流センター等の設計業務につきましては、現在、実施設計を実施している状況であ
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りますけれども、その交流センターの部分の実施設計が６月末の完了をめどにしております。

それから、図書館の部分が９月までを完了しております。そのこれまで建設委員会、それか

ら、市民ワークショップ等で議論をしていただいておりますので、実施設計の完了した部分

での状況報告、その中で意見等をお伺いできればというふうに考えておりまして、予算を３

回ということで計上したところでございます。 

竹原恵美委員 

１０５ページの１０款１項２目です。２節給与のところで特別職、教育長を設定してある

んですが、これは今不在なんですけれども、４月からスタートする、４月から設定があると

いうふうに見込まれるというふうに理解していいですか。 

小中教育総務課長 

新教育長がいつから任命されるかということにつきましては、今不透明なところでござい

ますけれども、予算としては４月からの分で予算計上をしてあるところでございます。 

竹原恵美委員 

１１０ページ、１０款２項２目の１９節で未来をひらく阿久根っ子事業１３１万５千円と

いうのがあります。これ小学校、中学校、幼稚園で阿久根らしき事業があるんですけど、そ

れぞれどのような内容をことしされるか教えてください。 

中山学校教育課長 

先ほどいいましたように、学校の特色ある活動をするということでございますので、小学

校につきましては、例えば、西目小学校と尾崎小学校で地引き網体験をしたり、脇本小学校

や三笠中学校では、山田楽の継承をしたり、それぞれの学校の特色に応じた活動をやってお

ります。それから、幼稚園につきましては、半分の補助をするということになっていまして、

内容については、それぞれの幼稚園の特色を活かしたものというふうに伺っております。 

竹原恵美委員 

２７年度の実行の内容というのは、それぞれの学校、幼稚園、小学校が、自分で提案して、

それに付けていただくというふうなスタイルで動いていくというものですか。 

中山学校教育課長 

一応、学校のほうから計画を出していただきまして、その中でそれにふさわしいものかど

うかをこちらで精査をいたしまして、その上で実行していただいているというような形にな

っております。 

竹原恵美委員 

阿久根のよさを各学校が活動しているということは、外に対してアピールする機会、阿久

根の学校のよさというのをアピールする機会の項目には見えるんですけど、外に何かしてる

ものはありますか。これらの活動が見えるものを提供している、外に提示しているというふ

うに利用はされていますか。 

中山学校教育課長 

広報ということになるかと思いますけど、市報等でですね、特色のあるものについては照

会できる場合には、そのようなことで使ったり、それから、学校のほうでは学校だよりとい

うものがございますので、その地域の皆様にはそういうものを通して照会をしているという

ことだと思います。 

竹原恵美委員 

ホームページは各学校持っていらっしゃるのは気がつくんですが、あまりアップされてい

たり、見る方も多いか少ないかわかりません。ただ、魅力をせっかくつくったものにするな

らば、せっかくなら反映させてもいい内容ではないかと思います。提案いたします。 

中面幸人委員 

１０５ページのですね、１０款１項２目の１節報酬のですね、いじめ問題対策委員会委員

を計上してありますけども、認識不足ですのでちょっと教えていただきたい。委員会という

のは、今度の教育行政法の改革によっての、設置するのか、今まであったのかを教えていた
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だきたい。 

鎌田指導係長 

今回の御質問の委員会につきましては、新教育委員会制度に基づくものではございません。

これにつきましては、国でいじめ防止対策推進法というものが、平成２５年６月２８日に公

布されまして、その中でこういうものをつくっていじめ問題に対処すべきであるという旨、

示されましたので、その方針に従ってつくったものでございます。これまでにはございませ

んでした。新しく設置した委員会でございます。 

中面幸人委員 

２５年度にそういうふうにできたのを、今までつくっていなかったわけですけどもですね、

事実いろいろ問題も起こっている状況も、当然、教育委員会としても把握しているかと思い

ますけど、今回これをつくられたって、委員会を、これをこういう予算化されたという趣旨

を説明していただきたい。 

中山学校教育課長 

先ほどありましたように、いじめ防止対策推進法の中でこれをつくるということになって

おりますけれども、法的には努力義務にはなっているんです。が、他市の状況をみましても、

どこの委員会を設置するという市が多くございますので、阿久根市としてもやはりつくるべ

きであろうというふうに判断いたしまして、設置を考えたところでございます。 

中面幸人委員 

私はもっと早くですね、そういうのがあったんであればつくるべきでなかったかと思って

るんですけどもですね。この今回の委員会というのはですね、どういうときに開かれるんで

すか。 

中山学校教育課長 

議会の条例を説明をいたしましたときに、少し御説明はしたところでございますけれども、

まず、この委員会の性質が二つございます。一つはこの委員会を設置することによりまして、

いわゆるこの委員の専門の方々が集まっていただきまして、通常的にやります年に２回ほど

の委員会をもちます。こちらのほうでは、先ほどからあります、いじめ防止のための対策に

ついていろんな御意見をいただいたりするようなものでございます。もし、重大事案が発生

したときには、この委員会が調査委員会という形に変わりまして、それが徹底的な調査をし

ていくというようなふうに変わるということになっております。 

中面幸人委員 

メンバーがわかっとったら教えていただきたいと思います。 

中山学校教育課長 

委員は５名を考えておりますけど、大学の教授、臨床心理士、精神科医、弁護士、スクー

ルソーシャルワーカー、こういう方々を考えているところでございます。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。 

出口予算特別委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３１号中、教育総務課及び学校教育課所管の事項について、審査を一時

中止します。 

 （教育総務課、学校教育課 退出） 

それでは、ここで現地調査についてお諮りいたします。各委員の御意見をお伺いします。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

 ［発言するものあり］ 

財政課もありますけど、事前の準備が必要ですのでお聞きしています。 
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ありませんか。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

それでは現地調査については、実施しないこととします。 

 ［発言するものあり］ 

午前中の審査を中止し、休憩します。午後はおおむね１時より再開します。 

 

（休憩 １１：５１ ～ １３：００） 

 

 （水道課 入室） 

出口予算特別委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開します。次に、議案第３１号中、水道課所管の事項につい

て、水道課長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭

にお願いいたします。 

浦水道課長 

議案第３１号、平成２７年度阿久根市一般会計予算のうち、水道課所管分について御説明

いたします。予算書の７２ページをお開きください。第４款衛生費３項１目上水道費２８節

繰出金１億１，１５５万５千円は、簡易水道特別会計への財政援助分と子ども手当分であり、

５５万円は、上水道事業会計の子ども手当分であります。すいません。子ども手当といいま

したところ、児童手当に直していただきます。以上で説明を終わりますが、なお、質疑に対

する答弁は、私もしくは担当係長がいたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

出口予算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

ありませんか。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

なければ、議案第３１号中 水道課所管の事項について、審査を一時中止いたします。 

 

○議案第３３号 平成２７年度阿久根市簡易水道特別会計予算 

 

出口予算特別委員長 

次に、議案第３３号を議題とし審査に入ります。水道課長の説明を求めます。 

浦水道課長 

議案第３３号、平成２７年度阿久根市簡易水道特別会計予算について、御説明申しあげま

す。はじめに歳出から御説明をいたします。予算書の５１ページをお開きください。第１款

総務費１項１目一般管理費は、９，３８２万１千円であります。１節報酬１７７万７千円は、

簡易水道事業に係る事務補助等の嘱託員の報酬が主なものであります。２節給料から４節共

済費は、職員２名の人件費と嘱託員１名の社会保険料であります。７節賃金１４万円は、簡

易水道施設管理保持等の応急作業員に係る賃金であります。８節報償費３５万円は、水道料

金納付書配布、水道料の取りまとめ収納謝金等であります。１１節需用費３，１１７万３千

円は、滅菌用薬品、浄水に必要な消耗品等２６６万９千円、電気料等の光熱水費１，８６１

万５千円、水道施設における機械・装置等の補修、漏水の復旧、期限切れメーターの取りか

え等の修繕料９２９万６千円が主なものであります。１２節役務費１，４６３万２千円は、
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水質検査料、漏水調査手数料などのその他役務費１，２９３万３千円が主なものであります。

１３節委託料２，５４７万円は、水源地及び配水池管理業務等であります。次のページにな

ります。１４節使用料及び賃借料１５０万２千円は、メーター検針に使用するハンディター

ミナル機器のリース料や台風災害時等の自家発電機リース料、及び、ろ過砂・漏水時給水タ

ンク運搬用車借上げ等が主なものであります。１６節原材料費１００万円は、簡易水道補修

用の原材料の購入であります。１８節備品購入費１７０万４千円は、軽自動車購入が主なも

のであります。１９節負担金補助及び交付金１１８万９千円は、鹿児島県水道協会費９０万

１千円、水道料金システムサポート負担金２４万８千円であります。第２款１項１目簡易水

道施設整備事業費２億５千万円は、大川・尻無地区簡易水道、黒之瀬戸簡易水道、中部地区

簡易水道施設整備に係る事業費であります。９節旅費から１２節役務費は事務費であります。

１３節委託料１，１３４万６千円は、大川・尻無地区、黒之瀬戸、中部地区簡易水道施設整

備実施設計委託業務費であります。次のページになりますが、１５節工事請負費２億３，７

７８万円は、大川尻無地区簡易水道の送配水管布設工事費と黒之瀬戸簡易水道配水管布設及

び消火栓設置工事、中部地区簡易水道の配水管布設工事費であります。 

第３款１項公債費１目元金６，４８３万７千円は、市債の償還金元金であり、２目利子３，

９０３万３千円は、同じく市債の償還金利子が主なものであります。 

第４款１項１目予備費は、１００万円を計上したところであります。 

次に、歳入について、御説明申し上げます。予算書の４９ページをお開き願います。 

第１款使用料及び手数料１項１目水道使用料は、８，７２０万８千円であります。１節水

道使用料８，７２０万円でありますが、水道使用料の現年度分８，７００万円は、筒田地区

を含む給水予定戸数３，８１４戸に係る水道料金を見込み、前年度より１００万円増額見込

計上したものであります。また、過年度未収分は２０万円で計上してあります。２節簡易水

道施設用地使用料８千円は、水道施設用地内における電柱に係る用地使用料であります。２

項手数料１目１節水道手数料１７万４千円は、水道料金の督促、給水栓の開栓・閉栓、給水

工事検査等の手数料であります。第２款分担金及び負担金２項負担金１目給水負担金５１万

８千円は、新たな給水装置の設置に伴う給水負担金であり、１３ミリ量水器１２件分を見込

計上したものであります。 

第３款国庫支出金２項国庫補助金１目簡易水道施設整備費国庫補助金７，０７６万円は、

大川・尻無地区簡易水道、黒之瀬戸簡易水道、中部地区簡易水道施設整備事業に伴う国庫補

助対象事業費に対する３分の１の補助金であります。 

第５款繰入金１項１目一般会計繰入金１億１，２５２万円は、財政支援費１億１，１００

万５千円及び、消火栓１５５基分維持管理経費及び３基新設設置分及び児童手当てに係る繰

入金であります。 

第６款１項１目繰越金は、１千円は科目設定したものであります。 

５０ページをお開きください。第７款諸収入１項１目市預金利子１千円は、科目設定した

ものであります。２項１目雑入１０万９千円は、原子力立地給付金、嘱託員の雇用保険料及

び、その他雑入であります。 

第８款１項１目市債１億７，７４０万円は、簡易水道施設整備事業に係る借入資金であり、

大川・尻無地区及び黒之瀬戸簡易水道、中部地区簡易水道施設整備事業について、簡易水道

事業債を充当するものであります。また、公債費における元金償還及び今年度の簡易水道施

設整備事業債の資金借入を行った後の平成２７年度末における市債残高は、６３ページに示

すとおり１８億８，１１０万円になる見込であります。 

以上で、説明を終わりますが、質疑に対する答弁は、私もしくは、担当係長が行いますの
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で、よろしくお願い申しあげます。 

出口予算特別委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

野畑直委員 

１点だけ教えてください。４９ページ、歳入の１款１項の水道使用料の過年度分の未収を

２０万計上したという説明でしたけど、未収の合計は幾らあるんですか。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

これまでのということですか。 

野畑直委員 

過年度分の合計。 

田原簡易水道係長 

平成２７年３月１６日現在ですが、平成１６年からの金額は３０万２，２１６円になりま

す。 

 ［野畑直委員「ありがとうございました」と発言］ 

牟田学委員 

３０万幾らでしたか。すみません。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ゆっくりお願いします。 

田原簡易水道係長 

３０万２，２１６円になります。 

牟田学委員 

  この中でですね、事業者と個人がわかりますか。比率でもいいですけど。事業所が多い 

のでしょうか 

田原簡易水道係長 

ほとんどが個人になります。 

牟田学委員 

ということは、事業者はほとんどなくて、個人なんですけれども、個人でもですね、ずっ

と払って、その１６年からと言われましたけど、ずっと払っていないというところもあるん

ですか。 

田原簡易水道係長 

はい、ございます。 

 ［牟田学委員「はい、いいです」と発言］ 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

  ほかにありませんか。 

中面幸人委員 

ページ数が５３ページのですね、２款１項１目１３節の委託料の中で教えてください。中

部地区簡易水道施設整備事業でございますけど、これは地区的には鶴川内ですか、地区を教

えていただけませんか。 

浦水道課長 

地区といたしまして、鶴川内、田代、尾崎、牛之浜簡易水道が主な地区になります。 

中面幸人委員 

約４地区か、でございますけども、大体何年ぐらいの事業計画でございますか。 
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浦水道課長 

ただいまの計画では、５年を予定しております。 

 ［中面幸人委員「了解」と発言］ 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。 

松元薫久委員 

１款１項１目の５２ページになるんですけど、委託料１３節の中で公営企業法適用に係る

アドバイザー等業務委託、これ初めて聞いたような気がするんですが、どういったものにな

るんですかね。 

垂課長補佐 

公営企業の法適用をですね、簡易水道のほうに行えということで、国のほうから指示が出

ております。阿久根市の場合は、給水人口が強制になる人口まで達しておりませんけど、近

隣の簡易水道がほとんどですね、だんだん法適用になってきていますので、法適用というの

は、今私どもの管理係で管理してます水道事業と同じような企業会計で会計を行えというふ

うに国のほうが指導しておりますので、それに向けて阿久根市のほうでもですね、簡易水道

を早いうちに法適用にしていこうということで今計画をしているところであります。その分

の委託料です。 

松元薫久委員 

２７年度からということなんですか。何か今までもありましたっけ、この予算計上の部分

で委託料が。 

垂課長補佐 

今まではやっておりませんので、今の提示してあります特会の形でやっておりましたけれ

ども、早くとも３年以内にはですね、法適用にできないかということで今回初めて委託を始

めました。これにつきましては、簡易水道は特別会計でやっていることでですね、資産の調

査からですね、資産の登録から始めていかなきゃならないということもありますので、その

辺と、あと企業会計に変えていくためのいろいろなアドバイスをいただくということで計画

をしたものであります。 

 ［松元薫久委員「わかりました」と発言］ 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。 

岩﨑健二委員 

中部地区ということでお聞きしましたが、簡易水道以外の落とかいう、何ていうんですか

ね、ものについてはどうされるおつもりですか。 

浦水道課長 

多分、共同水道のことだと思うんですが、木佐木野、尾原、弓木野、落という４地区、共

同水道があるんですが、ここの４地区も簡易水道の４地区と合わせて統合計画をしておりま

して、共同水道のほうの打ち合わせをして、条件が整い次第、引き取れるんじゃないかと思

っております。 

岩﨑健二委員 

ということは、中部地区にできるだけ早く取り込んで、全体をやっていきたいということ

で解釈してよろしいですか。 

浦水道課長 

はい、そのとおりであります。 

 ［岩﨑健二委員「はい、わかりました」と発言］ 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 
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ほかにありませんか。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

  なければ、議案第３３号について、審査を一時中止します。 

 

○議案第３７号 平成２７年度阿久根市水道事業会計予算 

出口予算特別委員長 

次に、議案第３７号を議題とし審査に入ります。水道課長の説明を求めます。 

浦水道課長 

議案第３７号、平成２７年度阿久根市水道事業会計予算について御説明申し上げます。 

予算書の１５３ページをお開き願います。収入支出の見積り基礎、収益的収入及び支出の

収入から御説明いたします。 

はじめに、１款水道事業収益は、３億５，１０３万４千円であります。１項営業収益１目 

給水収益３億３，７９２万５千円は、給水予定戸数６，７００戸に係る水道料金を３億３，

６３７万円、消費税率改正により税込水道料金の増額等を見込み、前年度より１，０１７万

３千円減額見込み計上し、給水負担金１５５万５千円は、新たに給水を受ける見込み３２戸

分として前年度同額を計上するものであります。２目その他営業収益２１９万３千円は、消

火栓維持管理及び児童手当に係る他会計負担金１４２万９千円と給水工事検査、開栓・閉栓、

督促等に係る手数料７６万４千円を見込計上したものであります。 

次に、２項営業外収益についてでありますが、１目受取利息及び配当金９５万円は、定期

預金利息であり、２目補助金１千円は科目設定、３目雑収益３２万１千円は、主に原子力立

地給付金を見込み計上したものであります。４目長期前受金戻入９６４万１千円は、平成２

６年度から公営企業会計制度が改正されたことに伴い、国・県・一般会計補助金や工事負担

金等については、それにより取得した固定資産の償却に応じた分について収益化することと

なったため、平成２７年度の減価償却に対応した額をそれぞれ見込み計上したものでありま

す。 

次の１５４ページ、３項特別利益１目固定資産売却益１千円、２目過年度損益修正益１千

円、３目受入補償金１千円は、科目設定したものであります。 

１５５ページになりますが、支出について御説明申し上げます。１款水道事業費用は、３

億３，４０３万８千円であります。１項営業費用１目原水費５，６３４万８千円は、水源地

及び浄水施設の維持管理経費であり、水源地管理等業務及び電気計装設備の保守点検業務等

の委託料１，３８４万６千円、水質検査の手数料３１７万２千円、施設・設備等の修繕費７

５６万円、水源地の高圧電気料として動力費２，７５６万６千円、滅菌用の薬品費２４５万

円がその主なものであり、見込計上したものであります。次の１５６ページになります。２

目配水及び給水費４，４８８万３千円は、配水給水施設の維持管理等に係る経費であり、職

員３名の人件費と、公営企業会計制度改正により、次年度の６月支給分の期末勤勉手当及び

その法定福利費のうち、本年１２月から翌年３月までの４カ月間に対応する分の賞与等引当

金繰入額１８９万７千円、漏水当番店待機業務、量水器取替業務などに係る委託料５２３万

円。次の１５７ページをお願いします。漏水修繕等や車両機械器具修繕、量水器取りかえに

伴う修繕費１，２５１万７千円などが主なものであり、見込計上したものであります。次に

３目業務費３，０８６万７千円は、水道料金の収納業務等に係る経費が主なものであり、職

員３名の人件費、賞与等引当金繰入額のほか、水道料金の区取りまとめ等の報償費１１２万

円。次の１５８ページをお願いします。納付書、水道使用量等のお知らせ表、封筒などの印

刷製本費１３０万７千円、納付書、督促状、催告書等の発送等に係る通信運搬費１３１万７
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千円、メーター検針業務等の委託料５５６万６千円、金融機関における口座振替等に係る手

数料１４７万８千円がその主なものであり、見込計上したものであります。次に４目総係費

２，４６５万３千円は、水道事業全般にわたる一般管理費であり、職員２名の人件費、賞与

等引当金繰入額のほか、上水道事務嘱託職員１名分の報酬と事務用消耗品などの備消耗品費 

１５１万７千円。次の１５９ページをお願いします。公営企業会計制度円滑運用支援業務、

企業会計システム保守業務などの委託料１９１万４千円、企業会計電算機器などの賃借料 

１９万６千円、貸倒引当金繰入額２２万９千円などが主なものであり、それぞれ見込計上し

たものであります。５目減価償却費１億２，６７５万５千円は、固定資産の減価償却費を見

込計上したものであります。６目資産減耗費２１０万円は、固定資産除却費及びたな卸資産

減耗費を見込計上したものであります。 

２項営業外費用４，５４３万２千円は、企業債利息の償還及び消費税の支払い等に伴う経

費を見込計上したものであり、１目支払利息及び企業債取扱諸費１，９７６万７千円は、企

業債利息の償還金１，９７２万３千円が主なものであり、次の１６０ページをお願いします。

２目消費税及び地方消費税２，５２６万５千円は、水道事業に係る消費税及び地方消費税の

納税額を見込み計上したものであります。 

４項１目予備費は、３００万円を計上しました。 

次の１６１ページになりますが、資本的収入及び支出について御説明申し上げます。はじ

めに、収入から御説明いたします。１款資本的収入は、２，０００万１千円を見込計上した

ものであります。１項１目企業債２，０００万円は、配水管布設替事業に伴う借入資金であ

り、２項１目固定資産売却代金１千円は科目設定したものであります。 

次に１６２ページになりますが、支出について御説明いたします。１款資本的支出は、１

億８２４万２千円を見込計上したものであります。このうち、１項建設改良費１目原水設備

改良費は、山下浄水場の施設改修のための工事請負費であり、２目配水設備改良費３，０５

１万６千円は、国道３号の配水管布設替工事実施設計業務委託料と、市道内田大下線、市道

中村線の配水管布設替の工事請負費を見込計上したものであります。３目メーター購入費 

９１万６千円は、新設用メーター６５個分を見込計上したものであります。 

２項１目企業債償還金６，３２５万３千円は、昭和６０年度以降の企業債の借り入れに伴

う元金の償還金であります。この結果、平成２７年度末における企業債の残高は、７億１，

６４０万３千円となる見込みであります。 

３項１目出資金は科目設定したものであり、４項１目予備費は、３００万円を見込計上し

たものであります。 

以上で、説明を終わりますが、質疑に対する答弁は、私もしくは担当係長が行いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

出口予算特別委員長 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３７号について、審査を一時中止いたします。 

（水道課 退出） 

（財政課 入室） 

 

○議案第３１号平成２７年度阿久根市一般会計当初予算 

 

予算特別委員長（岩﨑健二委員） 

次に、議案第３１号を議題とし審査に入ります。 
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財政課長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭に

お願いします。 

山下財政課長 

議案第３１号のうち、財政課所管の事項について御説明申し上げます。 

はじめに、予算書の８ページをお開きください。 

第２表の債務負担行為の一番上に記載してある公共施設等総合管理計画策定等支援業務委

託料は、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点で管理を行うための計画の策定を平成２

８年度にかけて実施しようとするものであります。 

公共施設等総合管理計画は、道路などのインフラを含めた公共施設の全体を把握するとと

もに、今後の人口動向や財政状況等を踏まえ、個別にではなく総合的な視点からの有効活用

や適正配置、適切な維持管理など、公共施設等のあり方やマネジメントに関する基本的な方

針等を定めるものであります。そして、国からは、公共施設等を総合的かつ計画的に管理す

ることは、地域社会の実情にあった将来のまちづくりを進めていく上で不可欠であるとして、

その策定が要請されているところであります。 

そこで、平成２７年度から平成２８年度までにおいて、公共施設等の現況や将来の見通し、

維持管理や更新等の実施方針等を含めた総合的で計画的な管理に関する基本方針を策定する

ため、当該策定に関する業務を委託しようとするものであります。なお、計画策定に要する

経費については、その２分の１が特別交付税で措置されることとされております。 

次に、４０ページをお開きください。歳出について御説明いたします。 

第２款総務費１項５目財政管理費の１５１万４千円は、財政運営等に関する事務費であり、

１３節委託料の財務諸表連結等支援業務は、本市の一般会計、特別会計等を連結して貸借対

照表等を作成するための経費であり、平成２５年度から公表をしているものであります。７

目財産管理費の５，３７５万３千円は、前年度より９２７万３千円の増となりましたが、新

たに、公共施設等総合管理計画策定等支援業務費を計上したことなどによるものであります。

このうち、１１節需用費では、公用車の修繕、燃料、部品等の購入などの経費１，４１９万

８千円、１２節役務費では、車検や自賠責保険等の経費４８９万６千円、次の４１ページの

１３節委託料では、マイクロバス等の運行管理業務や公共施設等総合管理計画策定等支援業

務などの経費１，５８１万２千円、１７節公有財産購入費では、旧国民宿舎の空調機器等の

購入費２０９万４千円、２５節積立金では、旧国民宿舎の賃貸料を市有施設整備基金へ積み

立てるほか、各基金の利子の積立てなど、１，３８５万９千円をそれぞれ計上しております。 

次に、１２４ページになりますが、第１２款公債費１項１目元金の１０億３，２５５万円

は、市債の元金の償還額であり、前年度より７８万の増となっております。２目利子の１億

１，２８４万４千円のうち財政課所管分は、市債の償還金利子１億１，１９０万４千円であ

ります。 

また、第１４款予備費は、１，５００万円を計上いたしております。 

以上で歳出を終わり、次は歳入について御説明申し上げます。１８ページにお戻りくださ

い。 

財政課所管に係る国からの各種交付金等については、国における税収見込みや地方財政計

画の見通しを踏まえて計上いたしております。このことにより、第２款地方譲与税１項１目

地方揮発油譲与税は、前年度と同額の３，５００万円を、２項１目自動車重量譲与税は、前

年度より５００万円減の８，５００万円とし、また、第６款１項１目地方消費税交付金の２

億３，０００万円と、次の１９ページの第７款１項１目自動車取得税交付金の９００万円は、

いずれも前年度と同額とし、さらに、第８款１項１目地方特例交付金は、前年度より５０万

円減の３５０万円をそれぞれ計上いたしております。 

次に、第９款地方交付税につきましては、普通交付税は、前年度より１億円減の３４億円、

特別交付税は、前年度より３，０００万円減の５億２，０００万円、合わせて、前年度より

１億３，０００万円減の３９億２，０００万円を計上いたしております。 
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次に、２９ページになりますが、第１５款財産収入１項１目財産貸付収入の２，７４９万

６千円のうち、財政課所管分は、説明欄記載の教職員住宅分を除く普通財産の貸付であり、

土地の貸付料７８３万円や旧国民宿舎の土地及び建物の貸付料１，２２１万円が主なもので

あります。２目利子及び配当金の４７０万７千円のうち、財政課所管分は、財政調整基金、

減債基金、市有施設整備基金、市民交流施設整備基金の基金利子や株式配当金が主なもので

あり、出資配当金及び物品調達資金益金は科目設定したものであります。 

次の３０ページになりますが、２項１目不動産売払収入の５，４０８万円のうち、財政課

所管分は１万円であり、２目物品売払収入の１千円とともに、科目設定したものであります。 

次に、第１６款寄附金１項１目一般寄附金の７００万１千円のうち、財政課所管分は、一

般寄附金の１千円であり科目設定したものであります。 

次に、第１７款繰入金１項１目財政調整基金繰入金の３億１，４８２万７千円は、前年度

より８，３７４万９千円の減であり、一般財源の不足分を繰り入れるものであります。４目

市有施設整備基金繰入金の１億１，２０３万円は、前年度は、地域の元気臨時交付金分の繰

入れがあったことから、４億８，４６４万３千円の減となりました。 

次の３１ページになりますが、第１８款１項１目繰越金は、５，０００万円を計上いたし

ております。 

次の３２ページになりますが、第１９款諸収入５項４目雑入の８，３６０万円のうち、財

政課所管分は、３３ページの説明欄の上から１４行目の全国市有物件災害共済会解約返戻金

１千円の科目設定と、その４行下の旧国民宿舎維持修繕等負担金２６８万３千円、その７行

下の県市町村振興協会市町村交付金３００万円、その５行下の公用車広告料１万円の科目設

定であります。 

最後に３５ページになりますが、第２０款市債１項１５目臨時財政対策債は、地方債計画

を踏まえて、前年度より５，０００万円減の３億２，０００万円を計上いたしております。 

以上で、説明を終わりますが、質疑に対しましては、私、課長補佐又は担当係長がお答え

いたします。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

（聴取不能）雑入一番下の公用車広告料、どの車にしとっとけ。 

山下財政課長 

具体的にどの車に広告をということで想定はいたしているものではございませんが、財政

課では２７年度、７５台の公用車を管理しております。この公用車について他の団体の例等

を参考にしながら、広告を掲示して広告料を歳入できないか、こういったことで科目設定を

したというものでございます。 

山田勝委員 

それは新しい事業で、ことしは７４台の車の広告料の募集を始めるんですか。 

山下財政課長 

この予算につきましては、例年このような形で１万円の科目設定をしておりますが、これ

まで広告等の実施を行ってきておりませんので、新たな財源の確保ということで検討してい

きたいと、このように考えているところでございます。 

山田勝委員 

去年もせんとをわざわざ載すんな、んなら。具体的な努力をしたっか、ないか、去年。 

山下財政課長 

他の団体の取り扱いで、例えば、マイクロバス等に横断幕といいますか、張り付ける形の

広告をしている団体等がございます。こういった調査研究は行っておりましたけれども、２

６年度中は実施に至っていないということでございます。 
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山田勝委員 

言いわけはいらんから、ことしはすっとか、せんとか、はっきりしとってくれ。 

山下財政課長 

２７年度は、こういう形で科目設定をしておりますので、実施に向けて努力してまいりた

いと考えております。 

山田勝委員 

他の団体がするからする必要はないんだよな、自分たちでやろうと決めたら、やらないか

ん。去年したらないもせんかった。ないもせんかったら載せる必要もない。ことしはちゃん

としてね。（聴取不能）せっかくね、財源をほかに見つけようと努力するんだけど、したば

っかいじゃ始まらなよ、かんげたばっかいでも始まらなよ、何にもやらないのを載せたって

ペンキのむだや。ことしはちゃんとしてください。 

山下財政課長 

御指摘を受け止めて、新たな財源の確保に努めてまいりたいと考えております。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。よろしいですか。 

松元薫久委員 

８ページのですね、債務負担行為の中で、課長から説明を受けた公共施設等総合管理計画

策定等支援業務委託料ということで、具体的な説明があったんですけども、この委託業務を

経てですね、公共施設の維持管理について実状にあった計画を策定されるわけですけど、こ

れが今後の阿久根市の公共施設の維持管理の指針になってくるというふうに受け止めてもい

いんですか。 

山下財政課長 

若干、この業務について具体的な内容を御説明いたしますが、市が保有している庁舎であ

るとか、学校とか公の施設などの建築物、道路、橋梁、水道、漁港、農業施設といった公共

施設の現況を分析して、整備費にどれくらいかかったか、耐用年数がどうであったか、現在

の維持費用がどうであるのか、資産価値がどういったものがあるのか、これらを把握するこ

とを前提としてそれらを踏まえて将来的な更新に要する経費がどれくらいになるのか、将来

的な維持費用がどれくらいかかるのか、こういったことをシミュレーションをしていくとい

うものでございます。長期に渡って公共施設等の適正な配置、管理を行っていくための、そ

のことを目的とするものでございまして、今後においては、市の公共施設等の適正配置につ

いての指針になるものだと、このように考えております。 

松元薫久委員 

すごくいいことだと思うんですけど、なかなか大変な作業になるんだろうと思うんですけ

ど、どういったところに委託という形になるんですかね。 

山下財政課長 

現在は、財務会計事務等を取り扱っているコンサルタント等を想定をしております。 

 ［松元薫久委員「了解しました」と発言］ 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３１号中、財政課所管の事項について、審査を一時中止します。 

（財政課退出） 

それでは、ここで再度現地調査についてお諮りいたします。各委員の御意見を伺います。 

山田勝委員 

にぎわい交流館阿久根駅の委託料。 

出口予算特別委員長 

  ９２ページ７款１項３目１３節のにぎわい交流館阿久根駅の指定管理者に関することとい
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うことでよろしいですか。 

  [山田勝委員「そういうことです、お願いします」と発言] 

  ほかに、ありませんか。 

  山田委員これはどういったところで、説明がいるのかいらないのか、説明者がですね。 

  [山田勝委員「みたばっかいちゅうわけにはいかんどんで説明者は説明してくれな」と発

言] 

  どういったところでの説明を求めますか。 

  ちょっと休憩に入ります。 

 

  （休憩 １４：０５～１４：０６） 

 

出口予算特別委員長 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

山田勝委員 

担当課にね、それぞれの施設設備のね、現在の状況、そしてどの付近がどこがどう具体的

にどういうふうにね収益があがらないのかというのを聞きたい、見たい。駅周辺も一緒にね。 

それだけのことだけじゃらよ。 

出口予算特別委員長 

  ほかに現地調査についてございませんか。 

石澤正彰委員 

  企画調整課にね、 

出口徹裕特別委員長 

  何款何項 

石澤正彰委員 

  いや、何款何項じゃないんですけど 

出口徹裕特別委員長 

  いや、予算内でしないといけませんから、どの予算についてというのでお願いします。 

石澤正彰委員 

  さっきの予算で言えば予算は関係ないんだけど。 

出口徹裕特別委員長 

  予算委員会ですので予算のやつでお願いします。 

石澤正彰委員 

  予算は現実的に関係ないんですけどね、委員長、関連してねいろんなとこで関連するんだ

ろうけど、要するにプランニングされた水戸岡先生からいろいろ制限を受けていると看板も

あげれないとかいろいろ聞いているので、そこを企画調整に聞いてみたいんだけどね。 

出口徹裕特別委員長 

  現地で聞きたいという。 

石澤正彰委員 

  いや、現地でも、総括でも。 

出口徹裕特別委員長 

  それでは総括でもよろしいですかね。 

  ほかに、現地調査についてございませんか。 

竹原恵美委員 

  ２７ページの６款３項１目、大川診療所なんです、大川診療所なんですが、国民健康保険

特別会計の中の今の２７ページなんですけれども、市長が設定した以前のようには全く利用

者が全くふえていない、７人程度しか１日にふえていかない現状を確認して改善点を見る必

要はあると思います。このまま３，８００万、毎年かかっていくわけですけれども、改善し
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なければ重たいんじゃないかと思って現地を見てみたいと思っています。 

出口徹裕特別委員長 

  ほかに、ありませんか。 

  [「なし」と呼ぶ者あり] 

  ちょっと確認等を要しますので、ここで休憩に入りたいと思います。 

 

（休憩 １４：２１～１４：３５） 

 

出口徹裕特別委員長 

  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

山田勝委員 

私はですね、税務課と健康増進課にちょっともう一遍お尋ねしてみたい件があるんですが、

ぜひ、税務課と健康増進課を呼んでいただきたいんですが。 

出口徹裕特別委員長 

  内容についてわかりますか。 

山田勝委員 

内容はですね、市民の中からですね、トラクターとか田植え機に自動車税を軽自動車税を

ということで、ナンバーを付けさせられたという話を聞くもんですからね、それはちょっと

どうも納得できないなということで確認してみたいと思います。 

  それと、健康増進課については本年度の介護福祉計画をですね、ちょっと聞き漏らしたも

んですから、ちょっと尋ねてみたいと思いまして。 

出口徹裕特別委員長 

  ほかにございませんか。 

松元薫久委員 

子ども医療費助成について、生きがい対策課に総括の前に聞いてみたいんですけれども。 

出口徹裕特別委員長 

  ほかにありませんか。 

  [「なし」と呼ぶ者あり] 

  なければ、現地調査のあとにですね、総括前に質疑をしたいと思います。 

  それでは、ここで総括して各委員の総括して各委員の意見を伺いますが、総括質疑をされ

る場合は、ページ、款項目、質疑内容を明確にされるようにお願いいたします。 

どなたかございませんか。 

山田勝委員 

歳入のですね１４款雑入だったと思いますが、１９款ですね、１９款諸収入５項雑入４目

雑入ですね、２０節雑入の中に市民ホールの自動販売機の使用料が載っていなかったのに関

連して市長にお尋ねいたします。（１２款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料１節

総務管理使用料に訂正あり） 

２点目、保健体育費の総合体育館の舗装についてお尋ねいたしたいと思います。 

出口徹裕特別委員長 

  関連する予算についてページを再度お願いします。 

山田勝委員 

  ２点目、１２０ページ１０款教育費６項保健体育費２目体育施設整備費の中の総合体育館

の整備について。 

  んなら、総合体育館公園施設等管理運営業務について、その中で聞きます。 

  ちょっと待ってください、ちょっと変えましょう、産業祭をしとっとこいはどこの課ちゅ

ったけ。 

  [「商工観光課」と呼ぶ者あり] 
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  産業祭の２００万で聞きます。 

出口徹裕特別委員長 

  １０款教育費６項保健体育費２目を取り消して、７款１項２目産業際のほうで聞くという

ことでよろしいですか。 

山田勝委員 

  はい。それと、学校給食センター１２２ページ１０款６項４目学校給食センター運営費、

職員が２人だけど、こんな高い職員が２人いるのか、これを聞きたい。２人で共済費を含め

て１，７４７万６千円。 

出口徹裕特別委員長 

  ほかに、ありませんか。 

松元薫久委員 

  ６２ページ３款２項１目２０節扶助費子ども医療費助成４，２００万円、これを生きがい

対策課の説明を受けて、市長にお伺いしたいと思います。以上です。 

出口徹裕特別委員長 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

健康保険の特別会計の２７ページ６款３項１目外来収入診療、大川診療所に関しての部分、

全体なってるんですけどもこれについてお尋ねいたします。 

出口徹裕特別委員長 

ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

それでは議案第３１号中、１９款５項４目２０節の雑入（１２款１項１目１節に訂正）の

中で自動販売機について、９１ページの７款１項２目産業祭に関連して駐車場の整備という

ことですかね、について、それから１２２ページ１０款６項４目２節の給料について、それ

から松元委員より６２ページの３款２項１目子ども医療費助成について、それから議案第３

２号中、２７ページの６款３項１目大川診療所のこれは運営ということになるかと思います

が、運営について以上５件を質疑することとします。 

それでは、現地調査のほうを行いたいと思いますので、２時３５分から現地調査のほうに

向かいたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（現地調査 １４：３５～１５：５６） 

 

出口徹裕特別委員長 

現地調査前に引き続き委員会を再開します。各課の審査は一時中止しましたが、委員より

税務課・健康増進課・生きがい対策課について再度確認したいとのことですので、質疑を許

します。それでは、はじめに税務課の関係について委員より質疑をお願いします。 

山田勝委員 

  税務課のね、市税、軽自動車税に関連してお尋ねしてみたいんですが、近ごろ農家の方に

トラクターとか、田植機とか、コンバインに軽自動車税を課するためにナンバーを取り付け

るように言ってあるんですか。 

川畑税務課長 

  はい、乗用装置のあるトラクター等の農耕作業者には公道を走行しない場合でも所有して

いることに基づいて軽自動車税が課税されますので、昨年の９月議会で可決していただいた

軽自動車税の条例改正とあわせて農耕車への課税制度の周知を広報１１月号、それと農機具

販売店４店への制度周知ポスターの配布、あと、市県民税申告時での納税義務者への周知を

いたしました。 

山田勝委員 
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条例は、もちろん条例はなっているんですか、地方税法の改正によって生じたことなんで

すか。これは国の税法の改正によって。 

川畑税務課長 

条例改正の、当時の税率改正は農耕者も含めた４輪等の増税は国の地方税法の改正によっ

て引き上げたものです。農耕車の公道を走行しない場合の課税については以前からそのよう

になっていたものです。 

山田勝委員 

んなら、以前からそういうふうにそうなっていた部分についても、実は以前からしていな

かった人もいる、してなければ何か罰則規定があるんですか。 

川畑税務課長 

罰則規定はありますが、今まで適用したことはございませんでした。ただし、おっしゃる

ように農耕車への課税制度の周知が十分でなかったため、今回このような周知をさせていた

だきました。 

山田勝委員 

いや、そやわかるんだけどね、わかるんだけどね、逆に農業生産意欲をね、意欲をなくす

ることにもなるし、例えば、そういう価値がないようなもうトラクターとか田植機とかコン

バインなんかにもね、課するということになったら、非常に私の考え方からすればね、これ

はもうほんと農家が生産意欲をなくするなと、税金を取るために農機具を買いたくなくなる

よね、ただ、僕とあんたとこの話をしても、あなたはあなたの言い分を言うだけ、私は私の

言い分を言うだけ、問題は全部１件、１件調べて回って、税金を取るか取らんかというとこ

ろに、仮に税金を納めなかった場合、あるいはナンバーを付けなかった場合どうなるかとい

うのをこう突き詰めていったときの話になるんだけど、もうこれから先はだまっとかなしょ

んなかな、いいです。 

出口徹裕特別委員長 

それでは、健康増進課の関係について委員より質疑をお願いします。 

山田勝委員 

あの、健康増進課のですね、質疑の中でちょっと私が聞き漏らしたのかどうかわからんけ

ど、平成２７年度以降の介護福祉計画についてどのようになっているのかなという気持ちが

あるのはですね、近ごろ介護対象者がふえたり、認知症がふえたりしているので、非常に悲

劇になるようなシーンが私の知っているところでもあるんですよ。預けたいけど預けられな

い、預けたいけどどっか預かってくれない、そういうものがあるもんですからね、ですから、

介護福祉計画はどうなっているのかなということでお尋ねするわけですが、グループホーム

とか、小規模多機能の施設なんかを前は県の許可・認可でしたけどね、もう今市町村に移っ

たので、その状況はどうなんですか、もう必要としないんですか、必要とするんですか、阿

久根市は。 

佐潟健康増進課長 

山田委員にお答えします。第６期の高齢者保健福祉計画の中で地域密着型サービス、グル

ープホームとか、小規模多機能の整備計画につきましては、大川地区周辺に小規模多機能居

宅介護事業所１カ所を整備するという旨、計画しているところです。以上です。 

山田勝委員 

例えばグループホームは阿久根市ではもう阿久根市ではいいという話ですか。 

佐潟健康増進課長 

グループホームにつきましてもここ４期・５期の中で、新たな事業所ということではない

んですけれども、９床、１ユニットずつ、３カ所をふやしましたので、今後認知症の方々の

動向を見据えながら整備については今後の検討課題ということで６期の中では一応整備はし

ないということであります。 

山田勝委員 
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６期というのはいつからいつまでを６期と思っていらっしゃるんですか。 

佐潟健康増進課長 

２７年度から２９年度までになります。 

山田勝委員 

ことしは計画はないちゅうことですね、まだ。 

佐潟健康増進課長 

はい、そのとおりでございます。 

山田勝委員 

来年以降、そういう計画で進めておりますと、こういうことでいいんですか。 

佐潟健康増進課長 

来年度ということではなくて、来期、第７期・第８期の中で検討していくということにな

ります。 

山田勝委員 

先ほど第６期と言われましたよね、第６期では大川地区に小規模多機能の施設を計画して

おりますということですけど、あなたが今第８期・第９期というのはどういうふうにとらえ

ればいいんですか。 

佐潟健康増進課長 

２７年度から２９年度中に整備を予定しているのは小規模多機能居宅介護事業所を大川地

区に、認知症対応型の共同生活介護事業所、グループホームについては２７年度から２９年

度中の整備予定はありません。ただし、認知症の方々の推移を見ながら第７期、平成３０年

度以降整備については検討していきたいということです。 

山田勝委員 

だいたいわかりました。計画ないけど、７期・８期の中で計画していきたいということで

すね、はい、了解。 

出口徹裕特別委員長 

次に、生きがい対策課の関係について委員より質疑をお願いします。 

松元薫久委員 

３款２項１目２０節扶助費の子ども医療費助成について、聞き漏らしていたといいますか、

きょうの南日本新聞の記事にもなってて、何年も前から気になってたことをちょっと聞きそ

びれていたので、改めてお伺いしたいんですけれども、九州の中では鹿児島県と沖縄がいま

だに償還払いになっていて、窓口でのお金のやりとりがあるというふうなものをやはり子育

て支援の意味でも現物給付を採用するべきなんじゃないかというような内容だったんですけ

ども、以前生きがい対策課にもお伺いしたことがあって、なかなか協議はされているんだけ

れども、なかなか進まないというふうな説明を受けたことがありました。お伺いしたいこと

は、実施しているところとしてないところと何が実際違うのか、１問ずついきますので、と

りあえず何が一番違うことなのかということを課長にお伺いしたいと思います。 

早瀬生きがい対策課長 

それでは、松元委員にお答えいたします。先ほど言われた、まず、償還払いといわれるの

は、病院等で領収書をもって市役所の窓口で手続きして、還付されるのが償還払いです。現

在は自動償還払いと言いまして、これは平成１９年度からなんですが、もう医療費のデータ

自体を、本人は窓口で払います、それを市役所に来なくても国保連のデータをもって本人の

通帳に振り込むというそれが自動償還払い、そして、最終、現物給付といわれるのが、窓口

で一切負担はしなくていい、こういうことで委員も言われましたように鹿児島と沖縄だけが

九州管内ではやっていないということで、これにつきましては県下の福祉事務所長会議とか、

県知事等の語る会の中で再三各市町村のほうから要望書は出しております。ただ、この中で

もなかなか足並みがそろわないといわれる部分が、小さい阿久根市ぐらいであればいいんで

すが、人口の大きいところになりますと、窓口で支払いをしないということから、多重受診
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のおそれがあると、そういうことで例えばうちが医療費が年間乳幼児であれば２，０００万

の部分が自動償還になりますと、３，０００万、４，０００万、これが大きい市になります

と１０億単位で動くということもあり得るということから、なかなか県内ですね全体一緒に

そちらのほうに移行しようというようなことになかなかなっていないというのが現状であり

ます。 

松元薫久委員 

そうはいってもほとんどが実施できている状況もあって、今現在鹿児島県内においては大

きい自治体に従って、実現できていないというふうな、今の説明では理解していいんでしょ

うか。 

早瀬生きがい対策課長 

はい、こちらのほうを導入するということになりますと、県内全市町が加盟をしないこと

にはシステムの改修費用に相当な額がかかるということから、できれば県内を県のほうにま

とめていただきたいというようなスタンスで要望しているところであります。 

松元薫久委員 

具体的に実施するにあたってはいろいろ大きい政策ですから、政治的な判断は絶対必要に

なってくると思うんですけども、今現在の窓口で支払って２カ月後くらいに通帳に振り込ま

れるというその事務の流れと、お金の流れとその現物給付ですか、に変わればそういった事

務の流れと、お金の流れというのは簡略化されるというふうに考えていいんですかね。 

早瀬生きがい対策課長 

現在の自動償還払いでありますが、これはまず病院受診の際に就学前の子どもであります

と２割負担、小学校以上で３割負担となっております。これが、あと病院薬局のほうが医療

費のほうのデータを月締めで国保連合会のほうに送信いたします。そして国保連合会のほう

がそれを取りまとめて各市町村の乳幼児医療データということで市町村のほうに送付しまし

て、市町村のほうではそれ以後登録されている保護者への通帳のほうに支払うというような

流れでありますが、これが現物給付になりますと、一切何もしなくていいということになり

ますが、ただ統計を取る際に、例えば自分のお子さんが２万円使いました、ですから２万円

返してもらったという部分が、例えば５万使ってもそれがまったく表に出てこないという、

その辺もありますが、いわれるように全国的には現物給付になっているというのが実態では

あります。 

松元薫久委員 

先ほど多重払いのおそれがあるという、そこら辺もう少し具体的にお聞きしたいのですが。 

早瀬生きがい対策課長 

あの、多重受診です。 

松元薫久委員 

多重受診の意味が少しわからないのでもう少し教えて下さい。 

早瀬生きがい対策課長 

  はい、病院の窓口で２割ないし３割負担するそのことがなくなりますと同じ病気でもいろ

んな病院をかけ持ちするということのそのおそれがあるということであります。 

松元薫久委員 

なるほど、わかりました、この記事の中にも受診者にコスト意識を持ってもらう必要もあ

ると、また、財政負担が増大するおそれもあるというふうなところもあるんですけど、確か

にわかるんですけど、なかなか実現してもらいたいなと思ってこうお伺いしているんですが、

あとは市長とやりとりをしてみて、阿久根市だけでどうのこうのできるものではないですの

で、ありがとうございます。 

山田勝委員 

私は、今課長の説明をだまって聞いておってね、例えば高額医療の部分をですよ、一遍払

ってきて、それで役所に申請をするという時代がありましたよね、阿久根市にも、その後役
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所で証明書を貰っていってですね、この人は何％負担しますよ、幾らですよという証明書を

税務課からもらっていってですね、病院の窓口にやって窓口でお願いしたらですね、病院の

ほうで事務処理をしてくれるというふうに今はほとんどなりましたよね、そのときも私も何

遍もその話をしてですね、その病院にも行って、病院の窓口も説得したことがあるんですよ、

病院でも。だから、簡単に言えばそれと同じようにですね、例えばですね、わかっているこ

とですからね、そんな難しいことでは私はないと思いますけど、極端にね役所本来のやり方

でことを難しくしているんではないですか。 

早瀬生きがい対策課長 

ただ、この医療費につきましては、システムと言いましたが、未就学児童とそして小学校

まで対象にしているところ、中学校まで対象にしているところ、そして高校までのところが

ございます。それと他市町村で受診した場合、その辺を含めますとどうしても国保連合会の

ほうで全部の市町村が１本化にならないと、例えば６歳以下だけ、乳幼児だけが対象になっ

てもほかの業務がそのまま残るということになりますので、そこはさっきから言いますよう

に県のほうがまとめて全市町村ですね、同じような形でやっていただけたらというふうに思

っております。 

山田勝委員 

そういう事情だと私がここで一生懸命言ったって始まらん話、阿久根市だけではできない

こと、でもね、はっきりせな鹿児島県は一番貧乏な市であり町であり県でありながらね、一

番もう県民に対して難儀をさせとお。知事がやっぱい自覚せないかんですね、だからそうい

う話をしてください、こんな貧乏な、県が一番県民に不自由をかけているなんて考げられん

よね。おわり。 

出口徹裕特別委員長 

  それでは、以上で各課への質疑を終了します。 

ここで議会だより等に使用するために写真の撮影を行いたいと思いますのでご了承くださ

い。 

すいませんここで休憩します。 

 

（休 憩 １６：１７～１６：２４） 

 

(市長等執行部入室) 

出口予算特別委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ここで総括質疑の項目について申し上げます。先ほど山田委員からありました項目のうち、

歳入庁舎の自動販売機使用料については１２款１項１目１節に質疑の科目の変更を行います

のであらかじめご了承ください。 

それでは各課等の調査及び現地調査が終了しましたのでこれより市長等に対して総括して

質疑に入りたいと思います。 

それでは、市長を初め、執行部に出席いただきました。 

議案第３１号から議案第３７号までの７件を一括議題とし、総括して質疑を行います。  

初めに、山田委員の質疑を行います。 

議案第３１号において、歳出７款商工費１項２目商工振興費１９節負担金及び交付金、市

産業祭補助に関して、総合運動公園の管理について、１０款教育費６項４目学校給食センタ

ー運営費２節給料、職員配置について、歳入１２款使用及び手数料１項１目総務使用料１節

総務管理使用料、庁舎の自動販売機使用料について、以上３点について順次質疑をお願いし

ます。 

山田勝委員 

それでは、総括してですね、市長にお尋ねをしたいんですが、実は第１点目のですね、７
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款商工費１項商工費２目商工振興費１９節負担金補助及び交付金、市産業祭の補助金に関連

してお伺いしたいんですが、実は私も２回ほど市の産業祭に参加をさせていただいてですね、

特に恥ずかしく、そしてこれじゃいかんと思ったことがございまして、今回総合体育館でご

ざいますので、社会体育課にお尋ねしましたところ、そういう計画はないということだった

もんですからね、というのは総合体育館東側のですね弓道場から入っていくところの車の駐

車をしているところがですね、もうぬかるみでですね、もう２年とも天気はあまりよくなか

ったこともあるんですが、ぬかるみでもう本当に汚いし、そして車はもうへって履物も汚れ

る、お客さんも来る、特にあの付近は市外の方がですね、市外の出展者が多い中で、このま

まじゃいかんと思ってですね、今回は予算になかったので、市長にぜひことしの産業祭まで

には何とかしてやらな恥ずかしい話ですがということでお願いしようと思って総括にあげさ

せていただきました。いかがでしょうか。 

西平市長 

はい、山田委員にお答えいたしたいと思います。総合運動公園の、総合体育館と弓道場の

間の敷地ということであります。委員がご指摘のことは産業祭のときの出店業者の駐車場、

あるいは荷物の搬入用として使っている場所、そして、またぼんたんロードレース大会など

市の大きなイベントにおきましては、役員の駐車場として現在活用しているところでござい

ます。当日ですね、雨が降って下がぬかるんだということもあったということで担当の課長

からは話を聞いているところでもございます。このことについて当時は時間もないというこ

とで、一応砂利散布のほうを２、３日前に行ったということで聞いております。それでもな

かなかそのことで路面の改良はならなかったという状況であったと思っております。当然、

予算的にもなかなか厳しい状況があって、あの時期にはできなかったという話を聞いており

ますが、今後については所管課のほうともちょっと話をしながらこの状況改善に向けて取り

組んでいきたいそのように考えております。 

山田勝委員 

なるほどですね、バラスも振ってあったんですけど、バラスなんか全然効果がない、車が

ぬかるんでですね、それと出店業者だけじゃなくて、近いもんですからね、一般の市民の人

も入るんですよね、ですからこんなところはというような話を当時しましたら、去年は農政

課、どこでしたかね事業課がですね、事業課が違うので結局管理するのは生涯学習課ですね、

管理するのは生涯学習課、その当時の事業をするのは農政課なもんですからね、そういうこ

とでこやもういかんと私が感じて、聞くところによりますと、ぼんたんロードレースのとき

も大変困ったんだという話ですよ、そういうことですので、市長ことしはね、ぼんたんロー

ドレース、そしてまた産業祭には間に合うようにあの付近をきれいにコンクリート舗装でも

いいし、アスファルトの舗装でもいいしですね、来られる方にいい思い出を持って市外の方

にも帰っていただきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

西平市長 

山田委員のご要望がございました件についてですけれども、今後ですね、平成３２年に国

民体育大会のほうも主要会場として活用されることが予定をされております。今の時期で時

期というものをなかなか明言するのはむずかしいところもございますけれども、国・県の補

助金こういったもので交付金等がないか調査をしっかり行って対処していきたいと考えてお

ります、以上です。 

山田勝委員 

よろしくお願いします。それから２点目は第１０款ですね、６項４目給食センター２節給

料について、私はきょうだまってですね、給食センターの予算を見てですね、給料、手当、

共済費等をこう合計してみますとね、１，７４７万６千円なんですよね、これを２人の職員

で割りますとね、８７３万８千円なんですね、給料もらわなならんっていっても１人の職員

がいることで私は税金が１人８７３万８千円使われる、やはり給料についてですね、それな

りの働きをしてもらわないと困るわけですよね。そういう中で学校給食センターの２人の職
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員がですね、こんな高額な職員でなくてはならないのかという気がしましてね、きょうこう

して市長に総括でお尋ねしているところです。 

西平市長 

学校給食センターの運営費にかかわるいわゆる人件費ということでのお尋ねでありました。

給料が２人で９２５万９千円、期末勤勉手当が３７５万９千円、その他手当が１０７万８千

円、共済費が３３８万円の合計１，７４７万６千円ではないかとこのように思っております。

この給食センターに今のところ２名を配置しようということで現在考えているところでござ

いますけれども、業務の内容、そして勤務体制もございます。ここらへんを含めて全体の人

事の中において検討がなされていくと私はこのように考えております。 

山田勝委員 

それはもうね、市長の人事権ですので私も介入する気持ちもないんです。ただ、これほど

の高い給料の人をね、でないとできないのかというのは私はそういうことはないと思うんで

すよ。ですから適材、適所の中でですね、より少ない人件費でより多い仕事をしていただく

というのがね、市民から預かっている税金を有効に使うということでございますので、今後

の問題として捉えてほしいと思ってますので、よろしくお願いします。 

それから３点目ですがね、実は市長これはね、私は歳入の１９款５項４目２０節の中に市

庁舎の自動販売機の使用料がことしはないんですがということで実はお尋ねをしたところが

ですね、１２款使用料及び手数料、総務使用料の中でこう入ってますよという話でしたよ、

私は魂が悪いのかわからんけど、わからんごとしたねって言った、わからんごとしたねって、

今までどおりね、これは市民ホールの自動販売機の使用料ですとかいうことでね、ずっと計

上してありましたよ、ことしに限ってそれが消えた、そこにいったんですか、しかも、しか

もですよ、どこの業者が誰がやってるんですかって言ったら大塚製薬とどこでしたかね、コ

カコーラかどこかと言うんだけど、私も何も業者の名前を聞いているんじゃなくて、誰がや

っているんですかと聞いたら、職員互助会ということでしたよ、職員互助会ですかね、職員

の。でも私に言わせたらね、市民の財産を使って職員が商売をして、利益をみんなで分けて

いいんですかという話をしました。そしたら夏祭りのはっぴをつくったり、あるいは福利厚

生につかったりこうしておりますって言いましたよ、でも、現実に職員の福利厚生費はです

ね、ちゃんと共済費というところでみてあるじゃないですか。しかも夏祭り等ではね、市民

は参加する、市民は自分で着物を買って、自分で洗濯も出してやってるんですよ、こういう

ことがないとこういうことは言わなくてもいいんですが、何でここで働いている市の職員だ

けが自分でもらっている共済費とは別にですね、庁舎を利用して、そしてそこで金儲けをし

てみんなで分けないかんですかと、私はそれよりも１円でも安くですね、職員とか来庁され

た方々にね、ジュースとか飲み物を安く提供するほうが公平ですよと僕はいつも思ってます

よ、市長いかがですか。 

西平市長 

自動販売機の設置に伴う御質問でございますが、私もこのことを山田委員が質問なさって

いるのを庁内のほうで見ておりまして経過を拝見してきたところでございます。まず、この

設置にいたった経緯等々についてもいろんな話をちょっと聞かせていただきました。ほかの

自治体ではこういう福利厚生に関する補助金というものを互助会に対して出しているという

ところがあると。また、人間ドックに対する補助というものがなかなか阿久根市ではしてい

ないということもありまして、そちらのほうでのこともあったんだろうということでこれま

での経緯も聞いたところでございました。 

また、現在市民の皆様方、そしてまた職員も使っていると思いますけれどもそこでの飲料

費に対しては普段一般で購入する価格よりも安く買えるということで今利用がなされている

ということだろうと思っております。こういったことから現在市役所の庁舎内においての自

動販売機の設置に関する収益というものはそういう方向に振り分けられているというような

ことであったと。また委員のほうのからはっぴの話がございました。もちろん市の祭りでも
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使うこともございますけれども、市民の方々から要望があるときにはいつでもお貸しをして

いるというような状況もございますし、そういった意味から公益性も当然考えられないこと

ではないということでの扱いになっているものだと理解をしております。以上です。 

山田勝委員 

この問題はですね、市長、長い歴史がありますよ、かなり前の話です。そのころはね、職

員組合がちゃんとして利益を得ていましたよ。私が厳しい話をしましたらね、自動販売機を

撤去しようという動きがありましたよ。撤去して困らせよう、そういうもんなんですよ。で

しょ、阿久根市の市民の財産を使って、利用金を得て、しかも市民から給料をもらっている

人が分けてとっているなんてね、そんな話はないですよ。だから例えば人間ドックに対する

健康補助の補助金ってそれは出せばいいですよ、別に。そんなの出せばいいですよ、私はね

一番今回こんなことをよくないよと思ったのはね、自動販売機の設置について消えたことが

一つですよね、収入の歳入のところからまず消えたことが一つ、しかも説明の中で担当補佐

はですね、なんで商品の会社の名前を言わないかんのですか。明らかに議員をだまそう、市

民をだまそうということのあらわれだと私は思いますよ。そういうことではね、信頼は回復

されません、だからやはりねオープンにして、どこから言われてもおかしくないようなこと

をやってほしいと思いますよ、ちゃんとやってくれるだろうと僕は思っている、市長は全然

知らない部分かもしれませんよ。だから優秀な市長はね、簡単に官僚との問題、いつもいつ

も言われてますけどね、簡単に市民、議会をだますことを考えつくんですよ。だから私はね、

これはちゃんと元にもどして、ちゃんとしたものにしないとこれから何をやりだすかわから

ないという気がするのでね、この問題はこんなに厳しく言うんですよ、市長、しっかりと受

け止めてねちゃんとしてください。 

西平市長 

今のお話でもありましたけれども、山田委員のほうからも予算は予算で別に組んで出せば

いいというようなお話でございました。他市の状況等も含めまして、現在調査も行っており

まして、そのことを踏まえて適切な対応をとらねばならないなと思っております。また、こ

のことに対してすぐに撤去ということになると、また今度は先ほどおっしゃったようなこと

の過去の経緯からもいろんなことでサービスの低下もございますし、業者との協議、先ほど

おっしゃいました入れている会社ですね、そういうところとの協議も必要になってきますの

で、そういったものを踏まえた対応になろうかと思っております。また互助会の今後の運営

のあり方についても使用者の厚生制度における責務も含めて検討を加える必要があると思っ

ておりますのでしばらく時間をいただきたいと思います。 

山田勝委員 

市長、誤解をしないでください。私は自動販売機を撤去せいとは言わないんですよ、自動

販売機があって、職員も来庁される方もね、それを利用して便利であっていい話なんですよ、

それはちゃんといい話なんですよ。だから例えば出水合庁あたりに行ってもね、安く売って

ありますよ、ジュースも食堂も安かったですよ、だからそういうことでね、そこでも何より

もいいこと、よくないのをそこで利益を得てそれを金で分けるなんていう発想が良くないと

いうんですよ。そういうことでですね、自動販売機があってみんな便利に共していいんです

よ、ただそういうことで、ちゃんと取り組んでほしいですねという話ですよ。 

西平市長 

もうほんとこれ誤解を与えたということであれば大変不手際であったと思いますし、ただ

担当補佐もそういったことの意として言ったことではないと私は信じたいと思っております。

議員の皆様方に誤解のないように、しかもそれはひいては市民の皆様方に誤解を与えないよ

うな運営というものが必要でございますので、そのことについては今後配慮を行った対応等

に努めたいとそのように考えております。以上です。 

[山田勝委員「はい了解」と発言] 

出口予算特別委員長 
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以上で山田委員の質疑を終了します。次に松元委員の質疑を行います。議案第３１号にお

いて歳出３款民生費２項１目児童福祉総務費２０節扶助費、子ども医療費助成について質疑

をお願いします。 

松元薫久委員 

市長、子ども医療費助成４，２００万円ってことしまた計上されていて、子育て世代には

大変ありがたい助成の事業なんですけれども、私も３年くらい前に宮崎の知り合いと話をし

てたら窓口の負担はないんだよと、鹿児島県はなんでしないんだろうねっていう話を聞いて

から以前生きがい対策課の課長からもどういう状況なのかという話は聞いたことがあって気

になっていたんですよ。きょう南日本新聞に読者の方の投稿っていう感じの記事で、子育て

支援へ、医療費窓口無料化をということで、記事になってました。そこで勉強不足だったん

ですけど、九州・沖縄の中では鹿児島県と沖縄県以外はもう窓口の負担がないという状況な

んですけれども、先ほど課長からいろいろと説明をもらったんですが、この件に関して、市

長の考えをお伺いしたいと思うんですけれども。 

西平市長 

現物給付と自動償還払いとそちらのほうの話になろうかと思いますけれども、この現物給

付というものは、確かに利用される方々の負担、こういったものが少なくて、特に１回で支

払いをする方が大変だということもある中で、いろんな経緯がああってさまざまな自治体で

取り組みが行われていたり、あるいは行われていなかったりということがあるんだろうと思

います。もちろんお金を伴うものになりますから当然税金ということになります。平成１９

年度から自動償還払いというものになったときに、医療費の助成額について１８年度の１，

０７０万から約２，４００万に増加したというそういう経緯もあるということであります。

もちろん、その額がすべて必要ではないかということは議論の分かれる余地にはなるんです

けれども、近年叫ばれております、極力軽減の負担の低準化というものが一つは必要ではな

いかなと思うところもございます。そういう財政的なところから考えますと、その分余裕の

出てきたものを別の福祉行政に振り分けるとか、そういったこともできるんじゃないかとい

うところもございます。委員がご指摘のとおり住民の方々の利便性の向上、こういった観点

から議論をすれば当然ながら取り組んだほうがいいであろうということから現在市長会にお

いてもこれについて進めてほしいということで要望しているところであります。 

松元薫久委員 

もう、市長も５年目ですが、市長会でこの件に関してですね、どの程度活発に意見が出さ

れているのかという、あと、先ほどの課長の説明ではやはり県がきちっと取りまとめをして

もらわないと各自治体の行っているサービスが足並みがそろっていないといいますか、対象

年齢が違ってくると一括してこういった現物給付に切りかえられないという説明は受けたん

ですが、やはりそこはその首長レベルできちっとした共通の問題意識といいますか、共通の

認識があるのかどうかですね、そこをお伺いしたいんですけれども。 

西平市長 

特にこのものは、この議題にあがったものはおととしの確か鹿児島県の市長会の中でも知

事に対して直接お話をしたという経緯がございました。その当時の知事の考え方ということ

でご紹介させていただきますと、そういうニーズがあるのは十分話としてわかりますし、理

解を示すところであると、ただ、そのことによる医療費の負担の増というものが懸念される

ことから、鹿児島県ではその分を別の福祉分野に振り分けたいと思っていると。もっと充て

ないといけないという部分のところの福祉的な政策に充てているというような御答弁だった

というふうに理解しております。また、このシステムに関しましては県内同一のやはり足並

みというものが必要になってくるということもありますことから、なかなか進んでいないの

かなというところを考えるところであります。これについては、常に市長会の中で要望事項

ということで毎年あがってくるそういう案件として取り扱っているところであります。 

松元薫久委員 
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今のお答えはわかるんですけれども、知事もある程度の予測でしか医療費が負担が上がっ

てくるということは言えないわけで、この記事の中にもあるんですけれども、利用する、病

院に行く利用者のコスト意識がもうなくなってしまって、そうやった負担増になるんじゃな

いかということは書かれているんですけれども、そこまでこう悪質なその子ども、もうどう

もない子を連れていくということもないでしょうし、先ほど課長も多重受診っていうふうに

言われましたけれども、共働きも多くてですね、お母さんたちもそんなに時間が取れない中

で子どもたちを病院に連れて行ったりしている状況であんまり阿久根市においてはそういう

悪質な病院の受診というのもないとは思いますし、そして先ほど課長からいただいた説明で

は手続きがかなり簡略化されてくることはきますということで、医療機関から国保連合会に

医療データが来てそれが市役所に来て、役所から保護者のほうに振り込みますよというはが

きが届くんですが、この一連の手続きが簡略化されるというところでも踏み切っていい理由

になると思うんですよね。それこそ生きがい対策課もですね、いろいろと業務量がふえてる

中でこうやって手放していけるものは簡略化、全体でですね、簡略化してそういう方向にも

っていくべきなんじゃないかなと、この問題を考えるときに思うんですけど、ぜひですね西

平市長のほうから積極的にほかの首長たちにももう一度この議論を呼びかけて知事にもです

ね要望し続けて行ってもらいたいと思います。以上で何か一言お願いします。 

西平市長 

この要望につきましては確か、ちょっと私も記憶が定かではないですけれども、かなりの

市がこの要望については賛同していたと思っております。もちろん今後ですね、実は（聴取

不能）の問題に関しましては国保の、今市町村が運営しておりますけれども、これの移譲を

ぜひとも県、あるいは国、こういったレベルでやってほしいということの話もしております。

そこが一元化できてきますとだいぶ負担というものが軽くなってきますので、これについて

はこれまで同様積極的に要望していきたいと思っております。またそのことによって解決す

べきものも出てくると思っておりますし、ただまた側面、安易な受診とは言いませんけれど

も、そういうことによる負担の増が出てきますので、場合によってはこれを確保する財源の

議論、こういったものも出て来るのではないかということを予想しながら今後の要望という

ものはしっかりとやっていきたいと思います。 

[松元薫久委員「はい、ありがとうございます」と発言] 

出口徹裕委員 

以上で松元委員の質疑を終了します。次に竹原委員の質疑を行います。議案第３２号国民

健康保険特別会計において大川診療所の運営について質疑をお願いします。 

竹原恵美委員 

お尋ねします。大川診療所、先ほど見てきたんですけれども、やはり長期的に見ても利用

者が７人、１日７人からふえてこない、あと往診のほうも切りかえていらっしゃる、一部時

間を配分していらっしゃるようなんですが、それもまだニーズがあまり多くないのんで、受

けられる状態、だから先生は待ちの状態があるようです。そして、やっぱり財政的にもう基

金もなくなっていますので、計算上で基金は積み上げるように逆になっていますが、もう全

体としてはもう市が３，８００万、今回でいうと３，８００万負担しなければいけない状態、

これからも同じ運営というよりは私の提案なんですけども、ニーズに合わせた固定化せずに

ご不便をかけない、より便利な方向でニーズを当てていくという必要があるのではないかと

思うんですが、例えば民間の病院の送迎に出すことで、あの病院の施設を固定化しないとい

うやり方などは、これからトライ・アンド・エラーで変化していく必要ないでしょうか。違

う運営の仕方、あそこを固定化しない、あそこを開かないで直接、例えば、あの病院という

のは足が動く方がいらっしゃる。動かない方、または緊急な方はあそこでは利用はないんで

すよね、そう考えると市内の、こちらの市内の病院でも受けられる状態の方が使っていらっ

しゃる、逆に言うと人口が減っていく中でこちらの病院の顧客がもう少なくなっていく中で

大川の方はこちらにはいらっしゃらないことをそこで１日７人という利用をつくってしまっ
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ているっていう見方もできるかと思います。足が動かないのであれば往診、救急であればこ

ちらの病院、あそこでなくてはならないという理由ではないのではないか、交通が不便とい

うことの補完なのであれば、病院の送迎にかけるなどのやり方であそこの病院を固定化しな

い、３，８００万円を固定化しないやり方の方法をとっていく、そういう展開をしていかな

いとずっと一般会計から繰り出していく、一般会計から繰り出していく、これを運営してい

くというのには変化していく必要がこれからあるのではないでしょうか、固定化、このまま

運営をしていく、この今のニーズに大川の診療所そのままで運営をしていくというお考えな

んでしょうか。 

西平市長 

毎回この大川診療所のあり方についての議論ということになるわけですけれども、例えば

脇本地区の例で言いますと、この地域には今のところ病院がしっかりとあるということもあ

ります。ただ大川地区を見ますとなかなか医療拠点がないということが地元の方々の心配な

ことではないのかなと感じます。地元出身の議員さんもいらしゃいますけれども、そういっ

た方々が地元の中で聞いてくる声ということと、我々が効率的な病院体制の運営というもの

を考えて施策を打ち出すということは、ある程度やはり住民の方々のその気持ちに応えてい

くということも必要ではないかなと思います。もちろん効率的な運営、先ほど来出ておりま

すけれども、無駄な受診とか、無駄な、無駄と言ったらちょっと横暴すぎますね、そういう

本来受けなくてもいいようなそういったものを助長するようなことではやはりあってはいけ

ないと思いますし、しかしながら地元に施設があるということで安心感を与えていてくれる

そういうものであるということで要望がなされて、大川診療所を再開しようという経緯に至

ったわけですからそのことについてはある程度一定の配慮をする必要があるのではないかと

私はそのように考えております。 

竹原恵美委員 

その市が完全に抱えていく状況が続くわけですから、そこにはやっぱり利用者がいて、受

益者という確保すべきものがあって、運営されていくべきものではないかなと私は、ある程

度利用者がいてこそではないかなと、だんだん出てこれなくなっている方が、出てくるとす

るとニーズは変わっていると見なきゃいけないんじゃないかなと思うんです。そうしたとき

には往診のほうが重要であるかと、このまま同じ、このままの運営をするので、今、ことし

ということではなくて、ニーズを拾う、もっと便利に感じる、足が不便なのか、不便であれ

ばそれはどういう方法なのか、タクシーなのか、病院からの送迎なのか、ほかの方法なのか、

少しの数で、ロットでトライしていく、あそこを固定化して考えないということは必要では

ないかなと思います。私は、私の要望としてはあそこを固定化しないもっとニーズに合った

ものを探していく時期ではないかと提案して終わります。 

[発言する者あり] 

[竹原恵美委員「そんなに言わなきゃいけないですか、質問者に」と発言] 

出口徹裕委員 

  静粛に。 

西平市長 

よろしいですか、私のそのお話を聞いて、思うところを若干所見として申し述べたいです

けども、今大川地区のことに限ってお話をされるということであります。市内各地、田代地

区、例えば大漉、八郷、あるいはもっと落とかいろんな地区があります。そういった地区の

方々のニーズにももちろんそうなると全部こたえていくということが出てくると、そのこと

に応えないということではないんですけれども、一つのことをじゃあ全体的に、市内全域に

やるとなると当然それ相応の全体的な構築の見直しというものが必要になってくるというこ

ともあります。そういったことから、考えると今の大川地区の中で、あの拠点病院としての

活用というものは一つの対策であって、それを今後広げていくということになれば全体的な

医療体系の見直しこういったものが必要になってくるのではないかと、ひいては出水地区の
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医療問題協議会こういったところとも連携をする必要がありますし、今ここで、大川地区の

診療所ということに限って話をするとなかなか広いところまでは拾えない問題なのかなとい

うところを感じるところです。これはあくまでも私の一所見ということでお収めいただきた

いと思いますが。 

[竹原恵美委員「了解」と発言] 

出口予算特別委員長 

以上で、竹原委員の質疑を終了します。それではただいまの総括質疑の各項目に関しほか

の委員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なしと認めます。以上で、議案第３１号から議案第３７号までの質疑をすべて終結いたし

ます。 

ここで暫時休憩いたします。 

（執行部退室） 

 

 

 （休憩 １６：５０ ～ １６：５９） 

 

○議案第３１号 平成２７年度阿久根市一般会計予算 

 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

それでは、これより、議案第３１号を議題とし討議に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これで討議を終結します。 

続いて、討論に入ります。 

竹原恵美委員 

４７ページの２款１項１８目市民交流センター建設費か（聴取不能）から１３節委託料な

どあるんですけど、先日、スタートは２８億でスタートしたけれども、３４億の見積もりが

できた、それを５カ月かけて３１億７千万にしたところ、ここでゴーサインが皆さんででた

ところなんですが、やはり、今の利用度、これからの人口予測数などからして、根本的に見

直して今戻す、根本的にニーズをもっと集約した形、小さい形でつくる必要があると思いま

す。このまま進むことに反対いたします。この内容だけに対してであって、これを外して今

回の予算から外して執行していただきたい。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３１号、平成２７年度阿久根市一般会計予算について採決します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数と認めます。 

よって、議案第３１号は可決すべきものと決しました。 

 

○議案第３２号 平成２７年度阿久根市国民健康保険特別会計予算 

 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

それでは、これより、議案第３２号を議題とし討議に入ります。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

討議はありませんか。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

なければ、これにて討議を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。 

 ［発言するものあり］ 

反対はありませんか。 

 ［「なし」と発言する者あり］ 

竹原恵美委員 

３２号に対して、賛成の立場で討論いたします。確かに阿久根市全体の医療として考える

べき一部分の大川診療所ではありますが、では、それでも３，８００万円の負担は、財政的

にこれから継続してそのままの継続として負担はあります。市長もおっしゃいましたけど、

全体像の中で財政的に圧迫しない形の運営をとっていかれるように要望して賛成いたします。 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３２号、平成２７年度阿久根市国民健康保険特別会計予算について採決

します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数と認めます。 

よって、議案第３２号は可決すべきものと決しました。 

 

○議案第３３号 平成２７年度阿久根市簡易水道特別会計予算 

 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

これより、議案第３３号を議題とし討議に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討議を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３３号、平成２７年度阿久根市簡易水道特別会計予算について採決しま

す。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号は可決すべきものと決しました。 

 

○議案第３４号 平成２７年度阿久根市交通災害共済特別会計予算 

 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

それでは、これより、議案第２７号を議題とし討議に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討議を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３４号、平成２７年度阿久根市交通災害共済特別会計予算について採決

します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号は可決すべきものと決しました。 

  

○議案第３５号 平成２７年度阿久根市介護保険特別会計予算 

 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

それでは、これより、議案第３５号を議題とし討議に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討議を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３５号、平成２７年度阿久根市介護保険特別会計予算について採決しま

す。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号は可決すべきものと決しました。 

 

○議案第３６号 平成２７年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算 

 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

それでは、これより、議案第３６号を議題とし、討議に入ります。 

［［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討議を終結いたします。 

なければ次に、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３６号、平成２７年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算について採

決します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３６号は可決すべきものと決しました。 

 

○議案第３７号 平成２７年度阿久根市水道事業会計予算 

 

予算特別委員長（出口徹裕委員） 

それでは、これより、議案第３７号を議題とし討議に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討議を終結いたします。 
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なければ次に、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３７号 平成２７年度阿久根市水道事業会計予算について採決します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３７号は可決すべきものと決しました。 

以上で当委員会に付託されました案件は、すべて議了いたしましたので、明日１７日は休

会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 ［「異議なし」と発言する者あり］ 

御異議と認め、明日１７日は休会といたします。 

ただいま議決されました案件に対する委員会審査報告書の作成及び委員長報告並びに議会

だよりの委員会報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。よって、ただいま議決された案件に対する委員会審査報告書の作

成及び委員長報告つきましては、委員長に一任されました。 

以上で、予算特別委員会を散会いたします。 

 

 

（散会 １７時０９分） 

 

 

           予算特別委員会委員長  出口 徹裕    

 

 


